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第４期東北学院大学外部評価 概要 

2019 年７月４日外部評価委員会 

 

第４期東北学院大学外部評価 概要 

 

 

１. 第３期外部評価委員会からの引き継ぎ事項 

学生を含めた様々なステークホルダーからのアンケートやヒアリングを行うことを考

えつつ、改善・改革に向けた取り組みを進める必要がある。とりわけ、指摘されている

「学力差」問題、「キャリア教育の拡充」、「読解力向上」に向けた、教育の質保証に資

する改善・改革に向けた取り組みに着目する。 

 

２. 第４期外部評価の概要（点検・評価委員会提案） 

 中教審において「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成 30

年 11 月 26 日）が提示され、「教学マネジメント」に係る指針の策定や学修成果の可視

化に向けた動きが強まっていることを踏まえた外部評価を実施する 

 したがって、第４期では「教学マネジメント」の運用体制を外部評価の対象としたい。 

① 評価年度：2019～2021 年度 

② 調査対象：東北学院大学における教学マネジメントの運用状況 

③ 評価方法：報告書及び対応状況をまとめた資料を基に大学に対する指摘、助言等

を行う。また、必要に応じて学内外関係者等にヒアリングを行うことがある。 

④ 評価項目：大学の改善に向けた実施状況及び体制等 

 

３.2019 年度外部評価概要 

2019 年６月 27 日（木）に開催した東北学院大学点検・評価委員会にて、これらを

念頭に置いて第４期外部評価委員会にお願いすることを承認した。 

そこで、本年度の外部評価は、2017 年度に受審した大学基準協会における大学評価

にて長所や努力課題となった事項の現状について担当部局長に対し、書面及びヒアリ

ングでの調査を実施したい。 

 

４.2020 年度以降の外部評価 

東北学院大学では、2019 年度より学修成果を可視化するために大学生活で培われる

「問題を解決する力」を測定・評価するアセスメントテストによる直接評価を実施し

ており、それらを踏まえて教学マネジメントの観点からその概要について外部評価を

実施することを検討する。 

 

以上 
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2019 年度東北学院大学外部評価委員会の活動及び報告書について 

 

2020 年３月 18 日 

東北学院大学外部評価委員会 

 

１．東北学院大学外部評価委員会 

東北学院大学外部評価委員会（以下、「本委員会」という。）は、東北学院大学外部

評価委員会規程」に基づき、東北学院大学に設置された委員会である。本委員会は、学外

の第三者による外部評価を実施する委員会であり、評価を通じて、同大学の教育・研究水

準の向上及び組織の活性化に資する提言を行うことを目的としている。 

2019 年度より第４期となる本委員会は、杉本和弘東北大学高度教養教育・学生支援機

任教授を委員長として、2019 年度に発足した（任期：2019～2021 年度）。構成員は、

下記のとおりである。 

 

委 員 長：杉 本 和 弘（東北大学高度教養教育・学生支援機構教授） 

副委員長：木 須 八重子（公益財団法人せんだい男女共同参画財団理事長） 

委  員：合 田 隆 史（尚絅学院大学学長） 

委  員：宮 原 育 子（宮城学院女子大学現代ビジネス学部長） 

委  員：髙 橋 新 悦（仙台市副市長） 

委  員：八 浪 英 明（株式会社河北新報社 常任監査役） 

委  員：阿 部   智（宮城県仙台三桜高等学校 校長） 

 

２．第４期外部評価の概要 

中教審において「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（2018 年

11 月 26 日）が提示され、「教学マネジメント」に係る指針の策定や学修成果の可視化に

向けた動きが強まっていることを踏まえた外部評価を実施する 

 したがって、第４期では「教学マネジメント」の運用体制を外部評価の対象としたい。 

① 評価年度：2019～2021 年度 

② 調査対象：東北学院大学における教学マネジメントの運用状況 

③ 評価方法：報告書及び対応状況をまとめた資料を基に大学に対する指摘、助言等

を行う。また、必要に応じて学内外関係者等にヒアリングを行うことがある。 

④ 評価項目：大学の改善に向けた実施状況及び体制等 

 

３．2019年度外部評価の活動及び評価の方法 

本委員会は、「東北学院大学外部評価委員会規程」に基づき、2019 年度外部評価を実

施した。 

2019 年度においては、2019 年６月 27 日（木）に開催した東北学院大学点検・評価委

員会にて、第３期外部評価委員会からの引き継ぎ事項であった、学生を含めた様々なス

テークホルダーからのアンケートやヒアリングを行うことを考えつつ、改善・改革に向け

た取り組みを進める必要がある。とりわけ、指摘されている「学力差」問題、「キャリア
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Ⅰ.2019年度東北学院大学外部評価に係る現況報告書 

 

No.１ 長所 

基準４ 教育内容・方法・成

果 

（２）教育課程・教育内容 

回答者：学務部長 加藤健二 

【東北学院大学に対する大学評価（認証評価）結果：長所として特記すべき事項】 

豊かな人間教育を実践するために教養教育を重視し、人間的基礎及び知的基礎からな

るＴＧベーシックを教育課程の中核として位置づけている。全学の学位授与方針を具

現化する科目として、人間的基礎では建学の精神を形作る「キリスト教学」のほか、

「よく生きる」ことを考える科目、キャリア形成支援科目等、知的基礎では論理的思

考、数理的思考、文章力を養う科目や情報処理等の科目を置き、全学部共通の教養基

礎教育を展開しているほか、「全学教育課程委員会」のもとで検証し、さらなる教養

教育改革を進めていることは評価できる。 

【回答】 

2019 年度は、TG ベーシックの「人間的基礎」においてキリスト教科目 74 クラス、

キャリア形成支援科目 12 クラス、その他 26 クラス、「知的基礎」において読解・作

文の技法 55 クラス、研究発表の技法 47 クラス、その他 69 クラスを開講し、全学部共

通の教養基礎教育を充実させている。 

その一方、教育効果の向上を目指し、全学教育課程委員会の下に TG ベーシックの

現状課題把握と見直しのための小委員会が設置され、同一科目内での授業内容の統一

化、一部科目の統廃合、TG ベーシック科目運営のための組織（仮称「TG ベーシック

センター」）等が検討されてきた。その作業は 2019 年６月３日付にて学長より「教養

教育に関する諮問」が出され、全学教育課程委員会において引き続き検討されてい

る。2019 年６月、TG ベーシックを含む教養科目担当者全員に対しアンケートを実施

し、担当している科目の名称、カリキュラム上の位置づけ、授業内容・方法、授業運

営・実施について課題と思われる点の指摘を求めた。その結果、（担当教員の入れ替

えもあり）科目の位置づけがあいまいになってきている、または学部学科間で不統一

である、内容的に重複する科目がみられる、科目の運営方法について再検討が必要で

あるなどの指摘が見られた。そこでこうした問題に対する改善策を検討するために、

原案作成のためのワーキンググループを置くこととした（2019 年７月第２回全学教育

課程委員会）。原案が委員会で審議された後、2019 年度内には学長への答申が出され

る予定である。 

根拠資料・参考資料等  
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No.２ 長所 

基準４ 教育内容・方法・成

果 

（２）教育課程・教育内容 

回答者：文学研究科長 渡辺 昭一 

 

【東北学院大学に対する大学評価（認証評価）結果：長所として特記すべき事項】 

文学研究科アジア文化史専攻では、学外実習制度として国内のほか、中国、韓国で文

書調査、考古遺跡調査、民俗調査、研究発表等を行う機会を設け、研究能力を涵養し

ている。また、学外実習に参加した大学院学生を東北学院大学博物館の学芸研究員と

して任用し、博物館の展示作成・解説、調査研究等の専門的実務を経験させ、博物館

学芸員としての能力を養成している。これらの取組みは、博士課程前期課程、後期課

程に在籍する全学生が参加しており、実際に学芸員や文化財技師等の専門職に就職す

る者を輩出するなど、特色ある教育プログラムとして評価できる。 

【回答】 

アジア文化史専攻における修了生の学芸員就職状況は、2017、2018 年度の両年合計

で７名である。（後期課程修了者２名、前期課程修了者４名、退学者１名 ※退学者は

前期課程１年在籍時に採用試験合格したもの） 

これまで考古学・民俗学の分野においては専門的実務経験による博物館学芸員とし

ての能力の養成に力を入れてきたが、東北歴史博物館をはじめ仙台市や名取市などに

近年多くの学芸員を輩出するようになったのは、まさにこうした取り組みの成果に他

ならない。 

 そしてアジア文化史専攻では、教育の質をより一層向上させるために、例えば考古

学専攻の大学院生に対して学会発表を積極的に促し、民俗学専攻の院生に対しては学

部学生とともに現地調査を行う等、調査研究等の専門的実務を経験させ、博物館学芸

員としての能力を養成している。 

2007 年度に採択された文部科学省「大学院教育改革支援プログラム」事業では、大

学院生の海外における研究・実習を支援してきたが、その継続として今後はまず本学

独自の「海外学会参加補助」制度を利用して（将来的には外部資金の申請を検討）、

在学生が国際的に活躍できる機会を設けることとなった。その手始めに、2019 年 11

月、重慶師範大学と共同で「国際青年学術交流討論会」を開催し、４名の大学院生

（ともに博士前期課程１年）を報告者として派遣する計画である。 

 アジア文化史専攻は本年度、博士前期課程に８名入学した。これまでの教育に対す

る取り組みが少しずつ実を結び、それが定員の充足に結びついたものと確信してい

る。 

根拠資料・参考資料 

・2_1_2019(令和元)年度アジア流域文化研究所総会次第 
・2_2_就職先データ(大学院案内抜粋) 
・2_3_度重慶訪問日程 
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No.３ 長所 

基準８ 社会連携・社会貢献 回答者：学長室長 阿部 重樹 

【東北学院大学に対する大学評価（認証評価）結果：長所として特記すべき事項】 

東日本大震災の被災地に所在する大学としての責務を果たすべく、中長期的に震災

と向き合い、学問を超えた多角的な視点から地域課題や社会問題へ対応することを目

的として、学長のリーダーシップのもと、学長室を中心に各学部・研究科と連携して

総合学術誌『震災学』を 2012（平成 24）年度から刊行している。また、地元の新聞

社との連携協力に基づき、「復活と創造 東北の地域力」をメインテーマとしたシンポ

ジウムを継続的に開催している。『震災学』は、全国各地からの寄稿やシンポジウム

の再録記事など多彩な構成で情報発信をしており、地域に根ざした大学の取組みとし

て評価できる。 

【回答】 

『震災学』については、2012 年の創刊以来、現在に至るまで継続して発刊してい

る。発刊回数については、内容の充実を図るため、それまで年２回の発行から年１回

へと発行回数を変更したものの、2019 年３月に『震災学』第 13 号を刊行した。一

方、東日本大震災の体験と記憶、そしてその後に各地において発災した大規模災害等

を含めて、そこから得られた教訓を多角的に考察し、それらを広く伝承しようという

総合学術誌としての『震災学』企画内容は変わってはいない。 

また、本学と河北新報社の連携協定に基づく地域力向上プロジェクトとして始めら

れたシンポジウム「復活と創造 東北の地域力」についても、第 10 回シンポジウム

「震災と音楽」を 2018 年２月 11 日に本学土樋キャンパスホーイ記念館ホールで、ま

た第 11 回目となる「事前復興への標 被災地に新しいコモンズの可能性を探る」を

2018 年８月５日に石巻市防災センター多目的ホールにおいて開催している。これらに

ついても、「震災と音楽」でのシンポジウムのディスカッション、「事前復興の標」

ではブレインストーミングの内容や当日行われた事例報告を『震災学』に掲載してい

る。 

なお、2019 年度も継続して『震災学』第 14 号、第 12 回シンポジウム「復活と創造 

東北の地域力」の事業実施に向けた取り組みを進めている。 

『震災学』はそれぞれ現場に寄り添うことを大切にしながら、被災地に所在する

「地（知）の拠点」たる高等教育機関として復旧、復興に関する情報や知見を継続的

に発信し続けている。東日本大震災から 10 年という大きな節目の時を間近に控え、他

方では風化の進展が大いに憂慮されているという時代状況の中にある今だからこそ、

災害ボランティアステーション、連続講座「震災と文学」とともに、『震災学』とい

う取り組みのもつ意義はなおさらに大きくなっていると考えている。 

根拠資料・参考資料 

・震災学 vol.12 

・震災学 vol.13 

※送付済み資料 
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No.４ 長所 

基準８ 社会連携・社会貢献 回答者：学長室長 阿部 重樹 

【東北学院大学に対する大学評価（認証評価）結果：長所として特記すべき事項】 

東日本大震災直後に設置された災害ボランティアステーションのもと、大学間連携

災害ボランティアネットワークの中核として、貴大学の学生を中心に全国的なボラン

ティア活動を活発に行っているほか、「学生ボランティア」を多角的に考えることを

主題に大学間連携災害ボランティアシンポジウムを毎年開催している。これらの取組

みの企画・運営は、教職員・学生の協働のもと、学生が中心的に関わり、大学を超え

て学生間の深い議論が行われるほか、ボランティアコーディネーションのノウハウや

協働活動の手法等を学ぶ機会となり、ボランティアリーダーの育成にも大きく寄与し

ているなど、評価できる。 

【回答】 

本学では、2011 年３月 11 日の東日本大震災から地域の復旧、復興及び地域振興に

係るボランティア活動を進めるべく、2011 年３月 29 日に災害ボランティアステー

ションを設置し、震災から８年目となる現在に至っても活動を継続している。 

2018 年度においても定期ボランティア活動として、被災地である気仙沼市における

仮設住宅・復興公営住宅における住民交流支援活動、石巻市雄勝町での地域振興・施

設整備、イベント運営支援活動、山元町での地域振興農業支援、イベント運営支援活

動等を実施している。これらの活動の一部においてはいわゆる「夏ボラ」、「春ボ

ラ」と称するものとして、大学間連携災害ボランティアネットワークに参加する他大

学の学生、教職員もともに活動に参加している。（なお、現在このネットワークへの

参加校は 130 校となっている。） 

 また、宮城県域外の活動としても、岡山県倉敷市や広島県三原市における「平成 30

年７月豪雨災害」復旧支援活動に本学学生、教職員が参加した。また、学内での活動

として、「平成 30 年度７月豪雨災害」、「平成 30 年度北海道胆振東部地震」への支

援として募金活動を行った。 

 長所と評価された大学間連携災害ボランティアシンポジウムも東日本大震災の発災

年から継続し、2018 年 12 月 15 日に土樋キャンパスホーイ記念館ホールを会場に、全

国から多数の学生ボランティアが参加し、学生間交流を行いながら実施している。今

年度も、このボランティアシンポジウムは継続して実施予定として企画立案を行って

いる。 

根拠資料・参考資料 

・4_1 東北学院大学ボラステ活動報告書 ～2018ver.～ 
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No.５ 長所 

基準９ 管理運営・財務 回答者：人事部長 渡邊義春 

    学長室長 阿部重樹 

【東北学院大学に対する大学評価（認証評価）結果：長所として特記すべき事項】 

事務職員の意欲・資質向上のため、職員育成の基本方針及びそのもとに職員に求め

る７つの資質を制定し、さまざまな学内研修のほか、職員業務研究に係る学長研究助

成金の支給や他大学との職員相互派遣等に取り組んでいる。とくに、職員 業務研究で

は、事務組織における横断的な課題解決活動の活性化、SD 活動の活性化、課題解決ス

キルの向上を支援しており、「離籍者を減らす方策」「障害学生支援体制の拡充及び

整備」等をテーマにした研究活動が行われ、「退学者対策委員会」や学生総合保健支

援センターが設置されるなど、具体的な方策に結びつき、成果を上げていることは評

価できる。 

【回答】 

※人事部長回答 

職員育成の基本方針と職員に求める７つの資質については、制定から 10 年目を迎え

るが、職員向けに毎年発行している「『職員人事制度』実施ガイドライン」の巻頭

ページに掲載し、東北学院の職員として職能開発を継続していくための意識の喚起を

図っている。また、目的別研修を行う際には、担当講師にも東北学院としての職員育

成の方針であることを説明し、プログラムに反映している。 

学内研修では、研修の種別に応じ、参加対象者に専任教員と非専任職員も加え、Ｓ

Ｄの義務化への対応を進めている。なお、「若手職員研修」から生み出された「東北

学院コンシェルジュ」は正式に事業化され、新入生支援のためのプログラムと位置付

けられた。 

さらに、複数の外部派遣研修に職員を送り出し、育成の機会を提供してきた。青山

学院大学との職員相互派遣は、2019 年度の実施計画もまとまり、両大学間での人事交

流による協力関係と人的ネットワークの形成に成果をあげている。 

 

※学長室長回答 

学長研究助成金（職員業務研究）については、認証評価の際に長所としての評価が

なされたものの、2016 年度は１件の応募があったものの不採択となり、2017 及び

2018 年度の応募件数は０であった。 

根拠資料・参考資料 

・5_1「2019 年度『職員人事制度』実施ガイドライン」 

・5_2「東北学院教職員研修」プログラム 

・5_3「2019 年度学校法人青山学院と学校法人東北学院との職員交流の実施につい

て」 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

No.６ 付託事項 

回答者：学務部長       加藤健二 

学生部長       石垣茂光 

就職キャリア支援部長 武田三弘 

【第４期外部評価委員会への引き継ぎ事項（委員による指摘）】 

今期の学生アンケートやインタビューの結果、学生に対する窓口対応に課題を感じ

ている意見が目立った。この問題はどの大学でも存在するが、今後、東北学院大学で

過ごす学生たちの満足度を上げていくためには、一度この課題を考える必要があると

感じられたので、可能であれば、学生窓口の対応の実態や、事務部の方々のご意見な

どを伺いながら、改善を考えていく機会を持つことも良いのではないかと考えた。 

【回答】 

＜学務部＞ 

卒業時意識調査等で事務窓口に対する苦情はこれまでも目にしており、折々に職員

間では丁寧な対応をする旨注意喚起してはいたが、組織的、体系的な対応策を講じて

いたとは言い難い。そこで、2018 年度８月の職員研修会において教務課の部署別検討

課題にとりあげ、現状把握と具体的改善策を話し合うこととした。 

 

＜学生部回答＞ 

学生部では窓口対応の方法について都度、注意喚起を行っている。例えば、学生に

対する言葉づかいを丁寧にするよう心がけ、高圧的な言動は厳に慎み、最初のひと言

を「どうしましたか？」と学生に問いかけるようにし、学生の来室目的を的確に把握

して対応している。このような対応の積み重ねが学生たちの満足度向上に繋がると考

えており、３キャンパスで統一した対応を行っている。 

 また、近年は多様な学生に対応しなければならず、窓口対応は特に丁寧に行う必要

がある。多様な学生に対し丁寧な対応をするために時間を要する対応も多く、とりわ

け多くの学生が在籍する泉キャンパスでは、この対応が他の学生を待たせる要因とも

なっていることは課題となる。特に奨学金に関する対応は、学生個人の書類を確認す

る必要があるため、申請時期の対応は授業間に集中するため学生への案内を工夫して

いる。 

 一人一人の学生に対応するときの心がけ、そして客観的な状況を理解してもらうよ

う努め、混雑時にも不快な思いを抱かせないよう、一層丁寧な対応を心がけたい。 

 

＜就職キャリア支援部回答＞ 

就職キャリア支援部の基本理念について： 

就職キャリア支援部では、就職を希望する学生が望んでいる職業に全員残らず就職

できることを目標に、様々な就職キャリア支援行事や、資料の発行、進路に関する相

談、個別支援業務などを行っている。学生への窓口対応においては、学生が“就職にお

いて何を望むのか”、“どのようなキャリア、社会人生活を送りたいのか”を主体的・現

実的に考え、「その実現のために何が必要か、何が足りていないのか」という気づき

を得られるようなサポートに職員全員が努めている。 

窓口においての対応の実態：  

窓口では、教育機関として学生を社会に送り出す部署としての責任から、学生には

相手に対して「学科・学年・氏名を伝える」、「要件を明瞭に伝える」という指導を
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徹底している。カウンター上には、このことを社会に出るための練習であると分かり

やすく示しており、訪れた学生もほぼ全員がルールに従っている。職員は窓口での指

導が一方的にならないよう、タイミングをみて穏やかに伝えるようにしている。中に

は、窓口利用に慣れていない学生など戸惑う場面も見られるので、指導との折り合い

は課題である。窓口受付では、学生が迅速かつ的確に来室目的にたどり着けるよう職

員間で日々連携に努めている。また、ブースや個室での個別支援（学生相談・模擬面

接・添削）は予約制にしているが、カウンターでの相談は随時受け付けている。職員

の人員も限られているため、予約状況によっては希望日に予約を入れることが難しい

場合もあり、学生の不満の声も上がっている。その場合でも機械的な「門前払い」で

はなく、利用ルールを説明したうえで、どんな支援を必要としているか一通り聞き

取ってから判断するようにしている。学生を支援する部署でありながら、学生に「冷

たい」と思われるようでは、本末転倒である。学生に不公平感を抱かせないようにす

るために、職員が運用の趣旨を十分理解し、学生に対して利用ルールを分かりやすく

説明できるようにしていきたい。 

窓口での新たな課題： 

多様な学生への対応は、部署として大きな課題である。専門家を呼んで必要な研修

を職員に施すこと、そういった学生に対しての知識を深め対応を学ぶことは、ひいて

は学生全体の満足度を上げることにもつながるので、就職キャリア支援課として外部

の専門家とも連携を強め、必要な時にその知識を現場で活用できるようにしなければ

ならないと考えている。まずは部署別研修会において学ぶ機会を設け、対応する職員

も疲弊しない/学生も利用しやすい窓口となるよう意識を変えていきたい。 

根拠資料・参考資料  
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No.７ 付託事項 

回答者：学務担当副学長  千葉昭彦 

学 務 部 長  加藤健二 

【2018(平成 30)年度東北学院大学外部評価報告書（委員による所見）】 

事前アンケートでは「授業についていけない」という回答も若干見られたが、当日

の「大学への期待」や「学習意欲を上げるには」という質疑の中では、授業のレベル

を上げるべきという声が少なからずあった。学生は大学が提供する個々の授業レベ

ル、授業の「質」を問題視しており、授業を実際に担当する各教員、そして大学の教

学担当執行部はこうした問題に対して敏感であるべきであろう。他方では、学生イン

タビューにおいて、学力レベルや学習意欲について学生間に格差がある、と学生自身

が感じ取ってその問題を指摘する声も上がっており、補習授業クラスを設置すべきか

どうかという話題にも及んだ。大学側はこれらの問題にも今後、取り組む必要があろ

うと考える。 

【回答】 

本学における在学生の学力差は、多くの非大都市圏所在大学に共通する課題である

が、特に在学生の多い本学では顕在化している課題でもある。委員からの指摘にもあ

るように、「授業が難しすぎる」と言う声がある一方で、「やさしすぎる」との声も

聞かれることは認識しているところでもある。これは、教員個々人の問題であること

も考えられるので、特定の教員に集中する場合には「授業改善のための学生アンケー

ト」などの結果を踏まえて個別に対処・指導している。 

現在、「学力差」については、下記のような対応を行っている。 

 全学共通科目としての１・２年次の英語においては入学時にプレースメントテスト

を実施し、グレード別クラス編成を行っている。その際、英語力が一定レベルに達し

ていない学生には通常の英語クラスとは別にベーシック英語クラスを履修させ、英語

力の遅れの回復を目指している。これとは逆に英語力のさらなる向上を望む学生には

カリキュラムで３年次にアドバンストクラスである英語Ⅲを配置している。 

 工学系の授業では高校までの数学・理科を基礎とし、積み上げ式にカリキュラムが

構成されている。そのため、初年時で授業内容の理解に躓くと、そこから先に進むの

が難しくなる。そのため、工学部では工学基礎教育センターにおいて高校の数学・理

科を含む学習支援・相談を行っている。 

 演習科目等での論文読解やレポート作成などに関する学修については、ラーニン

グ・コモンズが予習復習の支援をしている。しかし、泉キャンパスには常設施設がな

く、土樋キャンパス所属の特任教員２名が泉キャンパスに出講できる時間も限られて

いることから、最もサポートを必要としていると思われる文系１・２年次への支援が

行き届いていないのが現状である。 

根拠資料・参考資料 
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No.８ 付託事項 

回答者：学務担当副学長    千葉昭彦 

    就職キャリア支援部長 武田三弘 

【第３期外部評価に対する外部評価委員会からの所見】 

教育活動の面では６学部が特性に応じた実に多彩な活動を展開していることが高く

評価される。それを土台に初年次教育とキャリア教育を結び付け、入学直後から学生

のキャリア形成意識を育むよう更なる改善に期待したい。 

【回答】 

キャリア教育については、初年次より就業感を持って大学生活を送るように１年次

に「キャリア形成と大学生活」という全学共通の科目を開設している。この科目は、

在学生の８割を超える受講者があり、授業改善のための学生アンケートでも高い評価

を受けている。 

２年次以降は、他の TG ベーシック科目により基礎教育を行い、初年次教育による

キャリア形成支援を行っている。しかし、体系的なキャリア教育という点から考慮す

ると、内容的には十分ではなく結果として体系的な教育とはなっていない。 

また、上位学年では各学部学科で専門教育によるキャリア教育を行ってはいるが、

全学的にどのように行っていくかが明確ではない。今後は、全学的に体系的なキャリ

ア形成を養うようなカリキュラム改正が必要であるが、各学科カリキュラムとの兼ね

合いもあり、課題となっている。 

入学直後からについては、入学生全員に効果的に行うにはやはりオリエンテーショ

ンでのガイダンスが有効であり、就職キャリア支援部としては今後実行したいと考え

ている。その不足を補うべく正課外のキャリア支援として、就職キャリア支援部によ

り低学年次から４年次まで体系的に就職支援を行っている。１・２年次は、低学年ガ

イダンス、適性検査、キャリア座談会等の支援を行い３年次の本格的な就職活動に入

る前に十分な就業感を醸成できるような体制を取っている。それを踏まえて３年次以

降は、業界研究、各種セミナー開催、TG インターンシップの運営などを行い、キャリ

ア教育の一部としてより実践的な就職支援を行っている。また、キャリアカウンセ

ラーの資格をもった方を雇用し、多様化する学生のニーズにこたえるべく、エント

リーシート添削、面談指導などの個別支援を行っている。結果として、卒業時意識調

査でも 94.7％の学生が自分の就職先に満足しているという結果となっている。 

今後は、さらなるインターンシップの充実と低学年次からのアセスメントテストを

行い、それらを就職支援にいかしながらキャリア教育を推進していくことにしたい。 

根拠資料・参考資料 

・8_1_学科課程表（経済学部、工学部） 

・8_2_保護者のための大学ガイド 
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No.９ 付託事項 

回答者：学務担当副学長 千葉昭彦 

学 務 部 長 加藤健二 

【第３期外部評価に対する外部評価委員会からの所見】 

特に「読解力向上」（＝文学への理解はこの際除く。説明的文章や教科書、問題文

自体を正しく読みとける力）に向けた全学的取り組み。これは特に工学部など、理系

学部も巻き込んだ取り組みがほしい。（中略）さらに言えば「スマホ世代」にとっ

て、読解力向上は喫緊の課題であり、近い将来、AI に仕事を奪われない学生を育てる

うえでも必須の課題である。 

【回答】  

全学共通科目の「知的基礎」分野で、工学部を含むすべての学科が「読解・作文の

技法」を配置し、学生の作文力・読解力の向上を目指している。多くの学科で当該学

科の専任教員が、それぞれ指導内容の打ち合わせを行い、学科によってはさらに共通

テキスト等を作成して授業を行っている。さらに、2019 年度は経済学部で元新聞記者

による授業を試みている。これにより今後の「読解・作文の技法」の授業運営の在り

方をさらに検討することにしている。ただ、この授業は選択科目であるので全体への

対応は必ずしも十分であるとは言えない。そのため、全学生の読解力向上ということ

ではカリキュラムの在り方を今後検討する必要がある。 

また、ラーニン・グコモンズでは「読解・作文の技法」に対応する個別学習を支援

している。しかし、泉キャンパスには常設施設がなく、土樋キャンパス所属の特任教

員２名が泉キャンパスに出講できる時間も限られていることから、最もサポートを必

要としていると思われる文系１・２年次への支援が行き届いていないのが現状であ

る。 

根拠資料・参考資料 
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Ⅱ.外部評価委員による質問及び学内回答 

 

現況報告書 

№ １ 

基準４ 教育内容・方法・成果 

（２）教育課程・教育内容 

回答者 学務部長 

【質問１】 

「TG ベーシック」について 

① TG ベーシック科目の効果検証（現在進めている全学教育課程委員会小委員会での

検討は除く）は、どのような定期的・循環的な体制や方法の下に実施され、教育改

善に活かされているか。 

② TG ベーシック科目の担当者に対して、科目間の内容・方法の整合性を担保するた

めの取り組み（FD 等）は実施しているか。 

③ TG ベーシックセンター（仮）の規模・構成・機能について、現時点でどのような

議論がなされているのか。 

【質問２】 

貴学では、TG ベーシック、特に「人間的基礎」教育の結果として、学生の思考や行

動がどのように変容していると考えるのかを根拠も含めて教えていただきたい。 

【質問１】 

① TG ベーシック科目の運営については、それぞれの科目ごとに開催されている担当者

ミーティングにおいて、現状の確認・調整が行われている。ミーティングの持ち方

は各科目に一任されているため、頻度や検討内容等について不統一な状態にある。 

 昨年度末、各授業の成績評価について GP 平均値を算出、公開したところ、同一

科目内にあって平均値が極端に高い（つまり評価が甘い）、あるいは低い（評価が

厳しい）授業があることが分かった。TG ベーシック各科目内での成績評価の在り方

についても早急に検討をする計画である。教育効果の検証については現状では手つ

かずである。 

② TG ベーシック科目間での内容・方法の整合性の検討は、不定期ながら行われてい

る。例えば TG ベーシック導入３年目の 2015 年 11 月に FD 研修会が開催され、全

ての TG ベーシック科目につき科目責任者から授業実施状況と目下の課題について

報告があった(＊)。この場で初めて科目によって TG ベーシックに対する受け止め

方等に大きなばらつきがあることが明らかとなった。その是正の意味も込めて、学

科課程表の表記の変更が行われ（第１類を「人間的基礎」、第２類を「知的基

礎」）、その後、事あるごとに（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー

等の見直し、科目ナンバリング、カリキュラムマップの策定等）各 TG ベーシック

の設置趣旨や位置づけの再確認がなされてきた。しかし、TG ベーシック科目間の

内容・方法の整合性に関する点検が組織的に、十分に行われてきたとは言えない。 

＊東北学院大学 FD ニュース，2016, Vol.24, 14-18. 

③ 現在ワーキンググループで検討中の「TG ベーシックセンター（仮）」のイメージ

は以下の通りである。 

役割・機能：TG ベーシックのカリキュラム開発・運営管理、学科教養科目の運営管

理。 

規模・構成：上位組織「全学共通教育機構」の下に、英語教育センター、ラーニン

グ・コモンズ、高等教育センターとともに置かれる。「読解・作文の技法」等主要

科目については複数名の専任教員を置き、十名を超える規模の組織になる。科目担

当は学部の教員も兼担し、その総数としては数十名となる。 
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【質問２】 

 TG ベーシック、特に「人間的基礎」科目履修によって学生にどのような変化が生じ

ているかについては、【質問１】①の末尾に記述した通り、根拠に基づく検討をできる

状態にない。すべての科目群について言えることであるが、教育効果のアセスメントに

ついて具体的指標を含め早急に準備しなければならない。その一助とすべく、2019 年度

より１年次、４年次学生に対してアセスメントテストを実施している。 

 TG ベーシック「人間的基礎」は、ディプロマ・ポリシーの１．を実現するために設

置されている科目群であることから、学生が「よく生きる」ことを志向できるように

なったかをアセスメントする指標の開発が求められるところであるが、卒業時意識調査

において、一定の効果を検証することができていると考えている。 

（※事務局追記 ディプロマ・ポリシー「１．現代をよく生きることについて、キリスト教

の教えを踏まえた考察ができる。」） 

 

 

 

現況報告書 

№ ２ 

基準４ 教育内容・方法・成果 

（２）教育課程・教育内容 

回答者 文学研究科長 

【質問１】 

 文学研究科アジア文化史専攻における特色ある教育プログラムとして、大学院学生の

東北学院大学博物館学芸研究員への任用については現在も行われているのか。 

アジア文化史専攻における特色ある教育プログムとしての本学博物館学芸研究員への任

用は現在も実施中である。ここ３年間の内訳は以下の通りとなっている。 

 

平成 29 年度について、８名（M1-３名、M2-４名、D1-１名（社会人） 

平成 30 年度について、６名（M1-３名、M2-３名） 

 令和元年度について、10 名（M1-７名、M2-２名、D1-１名） 
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現況報告書 

№ ３ 
基準８ 社会連携・社会貢献 

回答者 学長室長 

【質問１】 

被災地にある大学として、『震災学』の刊行や関連シンポジウムの開催等を通して地

域貢献を進めてきたことは高く評価される。他方で、復興が依然途半ばとはいえ、１年

半後の震災 10 周年は震災復興にとって一つの画期となること、それが防災意識や記憶

の風化をさらに促進してしまうことも予想される。 

 東日本大震災に対する大学としての今後（震災 10 周年以降）の取り組みについて、

どのような計画を立案されているのか教えていただきたい。 

【質問２】 

大学認証評価結果において、社会連携・社会貢献の項目で、評価をされている項目

で、東日本大震災から現在に至るまでの被災地支援が注目されている。 

貴学では、東日本大震災発災から現在までの長きにわたり、大学として複数の被災地

に学生たちをボランティアとして派遣し、地域コミュニティに大きな励ましを与えてい

る。また、それのみならず、被災地での活動やそこで生まれたネットワークから得た

様々な知見を『震災学』という書籍を定期的に出版することで、一般市民へ発信を行

い、なおかつ、学内外の大学生や研究者にも貴重な情報を提供し続けている。こうした

活動を長く続けていく仕組みづくりや、教員の役割、継続するための課題、また、活動

の範囲を東北のみならず、西日本まで広げていくその思いなどについて話を伺いたい。 

【質問１】 

まずは震災復旧・復興への支援を通じての地域貢献の推進について高く評価をいただ

いたことについて感謝申し上げたい。 

また、一年半後に東日本大震災発災から 10 年目を迎えるが、この時期が一つの大き

な意義をもった時期となるであろうこと、そしてこの機会における取り組みがいまだ続

く復旧やいわゆる震災からの体験や教訓の伝承の風化を一層促進するのではないかとの

危惧についての指摘はまったく同感である。 

その上での回答であることをご理解いただきたい。阪神淡路大震災においては、10 年

目に「地域経済が震災の影響を脱した」と感じた人が過半数を超えるなど、おおよそ 10

年で復興が完了したとされている。一方、東日本大震災は、2018 年 12 月 18 日に復興

庁から出された「復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理」や 2019 年３月８日閣

議決定された「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針の見直

しについて」にもあるとおり、当初 10 年としていた復興期間後もハード・ソフトの両

面から復興を推進していくこととしている。ここから言えることは、国主導の復興が 11

年目という未知の領域に東日本大震災が突入していくということである。このような未

知の領域の中で、本学においては、震災から 10 年を迎える 2021 年３月までに何かしら

の構想や計画を全学的に検討しなければならないと理解しつつも、被災地にある大学と

して何をすべきなのか、何ができるのかを見いだすことに大変苦慮している状況であ

る。外部評価委員並びにこれまでの取組にお関わりいただいた方々からのご意見やご要

望を含めて、今後、検討を進めていきたい。 

【質問２】 

まずは本学における地域連携・地域貢献における災害復旧・復興へのボランティア活

動による支援、また『震災学』の貢献について高い評価をいただいたことについて感謝
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申し上げたい。 

 こうした活動を長く継続できていることには、学長室（学長室事務課、地域共生推進

課）、災害ボランティアステーション、地域共生推進機構が、地域連携・協働に係わる

専門部局として組織的に体制化が図られていることが大きいと考えている（例えば、大

学としての継続的な予算措置一つをとってもそうである）。なお、継続するための課題

は様々に、多数あると考えられるところであるが、ここでは中央教育審議会「2040 年に

向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成 30 年 11 月 26 日）から「読み解

く大学の持続可能性」に関わるポイントの一つとして、質保証、適正規模とともに地域

連携（地域課題にコミットする地方大学）が挙げられていることからも、学内における

大学の地域連携・地域貢献に対する理解の促進と価値観の共有化と地域連携に向き合う

学内風土の醸成がどこまで、どう図られるか、そして建学の精神とも密接に関係するで

あろう地域連携に教職員、学生がより一層積極的にコミットできるのかが大きな課題と

なっている。 

また、活動の範囲が東北のみならず西日本にまで及んでいることについては、構想と

しては全国大学間連携ネットワークの構築に係る構想があったことは事実であるが、こ

れさえも（その実際の取り組みの結果も含めて）一つ一つの取り組みの、それらが連鎖

としての積み重ねの結果によるところが大きいものである。 
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現況報告書 

№ ４ 
基準８ 社会連携・社会貢献 

回答者 学長室長 

【質問１】 

① 災害ボランティアステーション、大学間連携ボランティアシンポジウムの活動状況

は概ね分かったが、ここに記載のない点につき質問したい。報道や SNS の情報な

どによると、昨年から山形県での援農ボランティアを、災害ボランティアステー

ションを窓口に実施しているようである。その経緯と実施の概要について説明願い

たい。特に、有償かどうか（労務提供費、交通費、宿泊費、食事代などの区別

も）、被災地ボランティアと内容に差があるのか、などについて伺いたい。 

② 関連して、以下について見解を示してほしい。 

 被災地での復旧・復興ボランティアと、被災地以外での援農（などの）ボランティ

ア、東京五輪のようなスポーツ（イベント）ボランティアを、どう定義・位置づけ

ているか。 

 無償ボランティアと有償ボランティアの線引きについてどう考えるか。ボランティ

アが雇用の代替になっているのではないかという懸念に対する回答は、大学として

用意しているのか。 

 ボランティア論と、疲弊する地域にどう向き合うかという地域経済論は、大変興味

深いテーマであり、大学はもとより政治・行政や企業・団体、メディアにとっても

重要なテーマ。学院大の学術テーマとして全学的に深めていく考えはないか。 

 災害ボラステは今後も、「災害」を掲げていくのか。それとも違う道を選択（しよ

うと）するのか。 

【質問１】 

① 山形県での援農ボランティア活動の支援依頼の受理、状況・情報の評価、支援計画

の策定、支援計画の実施等一連の手続・作業を依頼先とともに対応してきた主管部

局となる地域共生推進課へ、ご質問の件について照会をした。ついては、地域共生

推進課 

の担当者からの本案件に係る以下の報告文書をもって回答とさせていただくことに

したい。 

経緯・概要： 

もともと山形県でのボランティア活動のきっかけは、2015 年度より山形県から要請

依頼があった、災害指定地域に指定されたことがある山形県尾花沢市・大石田町で

の除雪ボランティア活動であった。2018 年からは、山形県より農業の担い手不足と

いう県全体での課題について、地域の方々の交流を交えながらの援農ボランティア

相談が届き、受け入れ農家、JA、自治体との連携による実施体制を組みながら、

2018 年度には、さくらんぼ、りんごの収穫ボランティア、2019 年度にはさくらん

ぼ、すいか、えだまめ、洋梨、りんごの収穫ボランティアを実施している。 

援農ボランティアの経費について： 

ボランティア学生に対して、労務提供費が支給されることはない。交通費、宿泊

費、食事代については、受け入れ側の山形県の関係組織である受け入れ農家、JA、

自治体で経費を按分し、支出している状況であり、学生に直接支払われる経費はな

い。 

また、この経費内容については、本学の被災地ボランティア募集情報として発信す

る際と同様である。 
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② 1990 年前後の頃よりわが国においても、福祉多元主義と呼ばれる思想的・政策的潮

流が浸透してくる状況のなかで、ボランティア活動の在り方を整理する一つの新し

い考え方が登場してきた。有償－無償を示す横軸と、専門性－非専門性の縦軸とか

らなるマトリクスにより、有償・専門性、有償・非専門性、無償・専門性、無償・

非専門性という４つの象限においてボランティア活動を捉えようとするものであ

る。 

ご質問にある被災地での復旧・復興ボランティアも、被災地以外での援農（など

の）ボランティアや東京五輪のようなスポーツ（イベント）ボランティアも、ボラ

ンティアとして上の４つの象限のいずれかにそれぞれ個別のケースに応じて、スペ

クトラム的にプロットされる。 

次に、無償ボランティアと有償ボランティアの線引きについてであるが、一般的

にはボランティア活動が行われる地域までの交通費、活動が終日にわたる場合には

昼食（軽食、夏季のボランティア活動にける水分補給ドリンク）、場合によっては

各種ボランティア保険への加入費用あたりまでは「有償」の範囲として理解されて

いるように思われる。他方では、これらのものも認めないとする伝統的なボラン

ティア観も根強く残っていることも事実である。しかしいずれにしても、無償ボラ

ンティアと有償ボランティアの線引きについては、上にスペクトラム的にと述べた

ように、これもまた個々のボランティア活動ごとに可変的なものとならざるを得な

いものであろうと考えている。 

ボランティアが「雇用の代替」（有償ボランティアにあっては低廉な労働力）と

なっているのではないかとの懸念に対する大学としての回答については、大学を代

表する正式回答としては未だ用意されていないが、委員が指摘された懸念について

は、上に述べたようにボランティア活動の理解の多様化が進んだ今日においては、

例えば東京五輪ボランティアをめぐっての本間龍『ブラックボランティア』が社会

的関心事となったように、さらに現実的な問題となってきているように思われる。

大学という教育機関が災害ボランティアステーションという学内組織において、

ニーズ（依頼）に応じて、学生のボランティア派遣あるいは紹介を行う際には、絶

えず注意を払っておかなければならない問題であると理解している。実際に、災害

ボランティアステーションでの活動が始まって以来、ボランティアの要請依頼に際

しては、マッチングの過程においてケースごとにその妥当性について慎重に検討を

行ってきている。 

次に、「ボランティア論と、疲弊する地域にどう向き合うかという地域経済論」

を、本学の学術テーマとして全学的テーマとして深めていく考えはないかというこ

とについては、外部評価委員会の場において意見交換ができればと考えている。な

お、現在、経済学部のカリキュラムにおいて地域経済論が、教養学部においてボラ

ンティア活動論が開設されている。 

最後に、災害ボランティアステーションの今後のあり方についてであるが、本学

においては数年前より災害ボランティアステーションの総合ボランティアセンター

への改編の構想をもってきており、そのための若干の調査・検討を進めてきてい

る。これは、平常時における、より広範で一般的なボランティアニーズが、本学災

害ボランティアステーションへも寄せられるようになっているという事実と、こう

した動向に今後どう対応すべきなのかという問題もその背景にある。また、災害ボ

ランティアステーションが活動を始めた 2011 年３月より遡ることおよそ１年半前か

ら本学にボランティアセンター設置のための検討が行われてきていたという事実も

ある。しかし他方では、東日本大震災の発災以来、全国の大学間災害ボランティア

ネットワークの構築をはじめ、自然災害（特に水害型の）への大学ボランティアの

対応（取り組み）についてこれまでに蓄積してきている豊富なノウハウは、本学に
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おける貴重な資産となっている。したがって、総合ボランティアセンター化が図ら

れる際にあっても、その中にどのように災害ボランティア活動にかかわるこうした

他大学に例を見ない貴重な資産（災害ボランティアステーションの名称も含めて）

を包摂し、位置付けていくのかが重要な課題となっている。 

 

現況報告書 

№ ５ 
基準９ 管理運営・財務 

回答者 
【質問１】【質問２】人事部長 

【質問３】学長室長 

【質問１】 

① 「職員に求める７つの資質」は、提示等による意識の喚起にとどまらず、具体的な

研修プログラムに組み込んで育成していくことが求められると考えるが、そうした

資質向上の具体的取組があれば伺いたい。 

② SD 義務化の趣旨に基づいて「東北学院教職員研修」プログラムが企画・実施され

ているが（例えば 2019 年８月 20 日実施分）、関係者の参加状況はどのようなもの

か、特に人数・属性・職位等を伺いたい。 

③ また、かかる教職員研修の効果についてどのように把握し、次の企画に活かしてい

るのか伺いたい。 

【質問２】 

青山学院大学との職員交流について伺います。 

① １か月や２か月という短期間の職員交流であるが、青山学院への出向職員本人への

効果や組織への反映についてお示しください。 

② 青山学院から本学への出向者の本学組織に関する感想等が示されているのであれ

ば、教えてください。 

【質問３】 

「職員業務研究」への応募がない状態が続いているが、推測される理由や、今後応募を

促す取組みの実施有無について伺いたい。 

【質問１】 

① 「職員に求められる７つの資質」の実践に関しては、当然のことながら、意識の喚

起に留まらず、その資質を獲得すべく、別添資料「職員人事制度」に関する基本方

針に則り、同じく別添資料「東北学院専任職員研修体系」に沿って各職能等級毎に

研修体系を確立して年次実践を行っている。 

② 全学的な SD 研修の一端を担う「東北学院教職員研修」プログラムについては、別

紙 

を参照いただきたい（「東北学院教職員研修参加状況一覧」。残念ながら今回の教

員の参加は、学部長、事務部長等の役職者に留まったが、専任事務職員 

に関しては、全専任事務職員の 89.4％の参加率となり、ある一定の成果は果 

たしていると分析している。 

③ 「東北学院教職員研修」ほか各種研修会を実施した場合は、必ず会の終わりに参加

者アンケートを実施し、次回の企画へ反映させており、極力、一過性やマンネリ化

を起こさぬよう、十分内容に留意して実施している。なお、これら人事課主管で開

催の研修会に関しては、必ず事前に人事委員会に諮り、内容を吟味のうえ、組織決

定を経て開催している。 

※参考までに、「東北学院教職員研修」のアンケート調査のフォーマットを別紙添 

 付したので参照いただきたい。 
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【質問２】 

① 今年で４年目の職員人事交流になり、その間３名の本学事務系職員を派遣してい

る。青山学院とは、当初導入試験的に２～３年を目途にという合意があり、業務へ

の支障も考慮し、期間は１～２か月間となった。来年度は、５年目の節目になるた

め、もう少し期間の延長を含め今までの制度の見直し検証を行いたいと考えてい

る。 

 なお、今までの３名の出向者の感想によると、概ね他大学への出向は所属大学との

業務の方法の違いや環境の違い、風土・伝統の違いを自ら体験し、更には青山学院

の多くの職員の方々とのネットワークを構築することができ、例え１～２か月間と

は言え、職員経験上大変良い刺激になったという感想が大方である。 

 また、組織への反映についても、昨年度までは報告書のみの提出を義務づけていた

が、今年度からは、報告書に加えて相互の人事交流派遣者２名を対象とした本人の

プレゼンによる報告会を、人事委員会構成員、受け入れ先所属長中心に企画してい

る。 

② 別紙参照（過去の青山学院出向者報告書） 

【質問３】 

委員からの質問の通り、（１件のみの応募はあったものの申請要件を満たしていな

かったものも含めて）「職員業務研究」への応募がない状態が続いており、主管事務を

担う立場にある学長室としてもこうした状況を課題と考えている。このような応募状況

が続いていることから、「職員業務研究」のもつ意義の大きさに反して、その存続の可

否も今後検討の射程に入れざるを得なくなるであろう可能性についても危惧していると

ころである。推測される理由としては、応募申請の後に６月期の人事異動があることか

ら、人事異動後の新しい労働環境においても応募チームとして一体的な研究活動への取

り組み（体制）が担保されるかについて不安があることも抑制要因になっているのでは

ないか、また、こうしたいわゆるルーティン化された業務ではない先取的な業務研究活

動に積極的に関わることについての理解が必ずしも十分に職場内で共有化されていない

こともあるだろうことや、職場横断的な課題をテーマとするとの応募要件にハードルの

高さを感じているとの声も聞いている。また、そもそも職員間においてこのような「職

員業務研究」的な新規プロジェクトに取り組もうとするモチベーションが低下している

という指摘もある。 

しかし、ここに挙げたそれぞれの要因について、あるいはその他の要因を探るという意

味でも、さらに踏み込んで実態的にどうなのかという確認作業を行うという取り組みに

は至っていない。 
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現況報告書 

№ ６ 
第３期外部評価委員会からの付託事項 

回答者 

 

【質問１】学務部長、学生部長、就職キャリア支援部長 

【質問２】学務担当副学長 

【質問３】学務部長、人事部長 

【質問１】 

① 窓口対応の向上に向けて研修を行っていると記述されているが、その内容について

伺いたい。 

② 窓口対応の改善のためには、研修等による職員側の意識改革に加え、近年の学生

ニーズの多様化を踏まえ、ウェブ上の相談サイトの充実（双方向性を高める等、学

生が自律的に必要な情報にアクセス可能なもの）を図ること等も考えられるが、今

後の取り組みの可能性について伺いたい。 

【質問２】 

大学事業評価を検討する中で、どうしても教育内容、学力、研究へ視点が向きがちで

あるが、それらを支える基盤は先生方だけでなく、事務業務を支える方々の仕事がある

ことを改めて認識した。授業、研究以外の学生生活全般に特にかかわることの多い、事

務業務にも、教育的対応、親のような温かく親身な眼差し、社会人としてのモデル、も

しかすると顧客としての対応など、日常を通してそのかかわりは幅広いものと考える。 

そこで、教員以外の職員の方々が学生の窓口となる組織や部署には、どんなところが

あるのか組織体系を確認したい。 

 事務部門の運営方針と大学運営の目指す理念はどのように関連しているのか、それを

実現推進するための仕組みはあるものなのか、そして機能しているのかなど、事務部が

うまく機能されることを期待して質問する。 

【質問３】 

No.５の人事部長の回答の中で「職員に求める７つの資質」を職員人事実施ガイドラ

インの巻頭ページに掲載し、職員としての意識喚起を図っていると述べている。その資

質のうち、（２）社会の一員としての良好なコミュニケーション能力を身につけている

こと（４）学生・生徒・教職員から信頼される見識と人格を備えていること、が掲げら

れている。 

上記を踏まえつつ、No.６で、学務部は卒業時の学生意識調査で、従来から事務窓口

に対する苦情があり、職員には注意喚起をしていたが組織的、体系的な対応策を講じて

いたとは言い難く、現状把握と具体的改善策を話し合うこととした、との回答がなされ

ているが、以後具体的にどのような対応を行ったのか伺いたい。尚、学生部や就職キャ

リア支援部も同様の趣旨の回答をされている。 

現代社会において、職員による学生への窓口対応の満足度が高まらないということは

「様々なレピュテーションリスク」に繋がる重大な経営課題でもあると捉えられる。こ

の 課題に対する貴学全体（各部横断的な）としての今後の対応方針、具体的改善策を

伺いたい。 



23 

 

【質問１】 

学務部 

① 学務部で実施したことのある研修は、数年前、カウンセリングセンター（当時）か

らカウンセラーを招き、窓口対応のワークを行ったものである。しかし、その後長

く実施していない。 

② 職員から聞き取ると、窓口対応において、同じ内容の質問が繰り返される、解決の

ための手続きが明確かつ単純である（履修要項の○ページを見ればわかる等）質問が

繰り返される、などで時間がとられることが多いとのこと。そこで、頻繁に繰り返

される質問については丁寧な Q&A 形式の説明を作成してウェブ上に公開する、

Q&A で見つからない質問についてのみ窓口対応を受けつける、という形を試みるこ

ととしたい。 

学生部 

泉キャンパスでは、本年２回にわたって、仙台市精神保健福祉総合センター主管大類

真嗣氏（精神保健指定医・医学博士）を招いて、多様な学生対応についての勉強会が開

催され、学生部職員も多数参加した。 

 学生部では、窓口対応の一環として My TG を活用して学生が有意義なキャンパスラ

イフを過ごせるように各種情報や注意喚起情報をポータルサイトの学生個人専用ページ

に送信している。また、今春入学した聴覚障がいをもつ学生のために、当該学生課と学

生総合保健支援センターでメールやブギーボード、音声認識アプリを活用して学生生活

を支援している。 

加えて、近年こころに問題を抱えている学生が多く入学しており、外見だけでは判断

しづらい自閉症スペクトラム障がい（ASD）等をもった学生への対応も急がれる。今後

は、障がいをもつ学生のみならず、健常者でもニーズが多様化していることを考慮し、

窓口における直接対応や前述のポータルサイトだけでなくメールやチャットによる対応

も検討している。 

就職キャリア支援部 

窓口対応の向上に向けて行った研修としては、2019 年８月 20 日、15 時から 17 時ま

での、「障害学生への就職キャリア支援の対応」及び「通年採用を見据えた本学の低学

年支援の在り方」の２つがある｡前者は、就労移行支援事業所チャレジョブセンター仙

台から精神保健福祉士の講師を依頼し、本学の卒業生および在学中の学生の利用者への

支援内容と支援を行う際に大切にしていること（注意事項）について講演を頂いてい

る｡この講演を通して、就労移行支援事業を学生が利用する際の条件、身体障害や発達

障害を持つ学生の就職に関する疑問や就職活動方法、グレーの学生に対する支援内容、

障害者手帳を取得することの意味など理解することができた｡ 

また、後者の講演は、泉キャンパスの就職キャリア支援係による問題提起であった。

議題として、①近年の（就職キャリア支援部が企画している）TG インターンシップお

よび一般のインターンシップの現状と懸案事項について、②通年採用についての認識合

わせと大学業界の評価、③本学の低学年（１、２年生）への支援内容（認識合わせ）、

④①〜③の事項に対応するための本学の課題についての４点であった。時間の関係上、

詳細な議論はできなかったが、今後は担当者を中心に部内で早急に議論を行い改善して

いくことを確認した。 

また、窓口対応の改善のため、ウェブ上の相談サイトの充実を図ることを提案されて

いるが、現状の就職キャリア支援部の人員で行っている業務に加えて相談サイトを立ち

上げることは、人員的・予算的に直ぐに行うことは厳しい状況である｡但し、現状でも

電話やメールによる対応は行っているため、当面の対応としては、現状を維持しつつ

も、LINE を使用した相談サイトの立ち上げなどを検討していきたいと考えている｡ 
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【質問２】 

 学務担当副学長 

教員以外の職員による学生の窓口となっている部署は、学務部（教務課・学事課・教

職課程センター）、学生部（学生課・学生総合支援課・学生支援室・学生相談室・保健

室）、就職キャリア支援部、図書館、国際交流部、情報処理センター、博物館、体育館

になっている（大学ホームページ、学生手帳等より）。 

個別の窓口対応に関しては「現況報告書」で記されているように研修等において改善

を図っているが、さらにそれに加えて FD・SD 活動（例えば、2019 年９月 19 日「学生

の問題発生時の対応」）を通じて全学的な改善を図っている。 

また、大学運営の方針である「TG グランドビジョン 150」において、「学生支援」

の中に障がい者支援や退学を防ぐための個別相談の環境づくり、学内外での人権侵害か

らの学生保護などがうたわれている（≪教育環境）（２）学生支援）。さらに、同じく

「TG グランドビジョン 150」においては、事務組織の見直しとして、①学生サービス

の向上・充実に向けた大学事務組織の見直し、②職員の質向上活動（SD）の強化なども

示されている（≪組織運営）（２）事務組織の見直し）。 

 

 

【質問３】 

学務部 

８月職員研修会にて取り上げられた主な問題とそれへの改善案は以下の通りである。 

・カリキュラムあるいは授業運営上の問題点への苦情も多く（例えばある科目一つ落と

すと自動的に進級不可となるといった進級規程）、事務職員としては規程通りの対応

しかできない場合があり、そのことに不満をもたれることがある。 

→（対応）これらの質問については、事務職員が無理に説明しようとせず、速やかに

教員に回答を求める手順を進める。 

→（対応）もともと学生から不満のでるようなカリキュラムや授業運営方針とならな

いよう、教員側に注意喚起、情報提供（問題点の指摘）をする。 

・同じような質問、マニュアルを見れば書いてあることの質問、期間に遅れた届出など

が繰り返されると、「しっかり指導したい」気持ちになる。 

→（対応）窓口職員は、自覚を高めるためにネームプレート着用をする。 

 →（対応）芝浦工大が、窓口対応に AI を活用して効果を上げているとの話を参考

に、学生からの質問で繰り返しが多いもの、どこに情報が書いてあるかがはっきり

しているものについては、分かりやすい Q&A を WEB 上に作成・公開し、いつでも

参照できるようにする。窓口の外に閲覧用のノートパッドを設置する。 

それでも回答が見つからなかったものについて窓口対応をする。 

人事部 

「職員に求められる７つの資質」の実践に関しては、当然のことながら、意識の喚起

に留まらず、その資質を獲得すべく、「職員人事制度」に関する基本方針に則り、「東

北学院専任職員研修体系」に沿って職能等級毎に研修体系を確立し、年次実践を行って

いる。ご指摘の①学生部、就職キャリア支援部の窓口対応については、部長会等で情報

を共有しており、その対応については、よく現場の事情を把握している各部署の所属

長、担当者に部署毎研修会等で重点事項として取り上げ対策を講じるよう指示してい

る。また、ご指摘②の職員による学生への窓口対応の満足度が高まらないことに対する



25 

 

東北学院としての今後の方針、具体的改善策については、オール東北学院として年１回

開催の「東北学院教職員研修会」や各部署別研修会において、繰り返し注意を喚起し、

改善に向けての実践と努力を継続して実施していきたいと考えている。しかしながら、

いくら教職員側で努力、研修を重ねても、最近の傾向として、社会的な問題となってい

るモンスターペアレントや、クレイマー的な学生も増えており、その対応に苦慮し教職

員のメンタル不調者が増えつつあることも事実である。その対応策として、各種ハラス

メント研修やストレスチェック、各種メンタルフォローアップ研修等でフォローしてい

る状態にあることも、現場の状況としてご承知おきいただきたい。今後は、学校法人、

大学を挙げて、質の良い学生、生徒の確保に努めるのはもちろんのこと、学生サービス

という視点の強化に努め、入学した学生、生徒のレベルに合わせた窓口対応の徹底を

図っていく予定である。 
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 読解力の向上に関しては、各委員より多くの意見もあり、とても大切

なことと思う。全学生に平均的な能力として備えさせるのか、専門分野

に応じて備えさせるのかは、難しい対応（判断）であるが、在学中に学

生の基礎能力の確保並びに更なる質の向上を図り、社会に送り出した卒

業生が評価を得られる様に取り組んで頂きたい。それが大学の評価向上

にも繋がるのではないだろか。 

【八浪委員】 

TG ベーシック科目を含めたカリキュラム改正やキャリア教育強化など

に（キャンパス移転の）2023 年以降、体系的に取り組むということなの

で、大いに期待したい。学生間の学力差解消や全体的な読解力低下につ

いては、大変重要な課題であるとの共通理解が全学的にある点が確認で

きた。ライティング教育や 80 字にまとめる手法など、それぞれ効果はあ

ると思うが、短期的な成果を追わず、じっくりと取り組むべき課題と思

う。中高レベルの教科書をきちんと理解できるレベルに引き上げること

が基本と思うので、地道に基礎学力を向上させることに傾注していただ

きたい。 

【阿部委員】 

キャリア教育に関して、「大学卒の就職後３年以内の離職率が約３割

に達する」と叫ばれ、早期離職率が社会問題化されて久しい。これを本

人の問題とし、就職先企業等や出身大学が本腰を入れて対策を講じて来

なかったことにも原因があると考えている。大学としては出口さえよけ

ればではなく、早急に対策を考え、速やかに実行に移すべきキャリア教

育上の課題である。 

特 記 事 項 

番 号 

【杉本委員長】 

No.１ TG ベーシック 

TG ベーシックセンター等を含む「全学教養教育機構」の設置が検討され

ている。今後は各大学レベルで「教学マネジメント」の制度化や効果的

運用が求められる状況が強まることを踏まえ、東北学院大学の教育の質

保証を担う中核的組織として整備を進めていただくことを期待したい。 

【木須副委員長】 

No.１ TG ベーシック 

東北学院大学の卒業生が、大学でこれを学んだと胸を張れるのはやは

り、この項目の充実と考える。（仮称）TG ベーシックセンターの設置に

期待する。 

No.８キャリア教育、No.９読解力向上 

企業のマネジャーと接していて、よく聞く悩みの一つは「部下が自主的

に考え、表現し、行動できる力が不足している」ことである。社会人と

なってからも人材育成の機会はあるが、こうした能力開発は高等教育の

中でも取り組んで欲しいと期待する企業は多いのではないだろうか。
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に大きな成果を上げており、東北学院大学の学生たちの積極的な活動が

社会での評価を得ている。最近では、震災のみならず人口減少が進む地

域コミュニティの支援や、台風被害への支援なども行い他大学への支援

の窓口も担うようになっているので、今後も継続的な活動が望まれる。

【髙橋委員】 

学生ボランティアの取り組みに関し,要請されている業務への派遣の可

否について、様々な面から熟慮・判断をし、対応していることが分かっ

た。 引き続き、「大学は地域の財産、地域は大学の財産、地域から評

価される大学を目指そう」との言葉を学生も含めて多く方々で共有し、

取り組んで頂きたい。 

【八浪委員】 

ボランティアの在り方について、有償・無償、専門・非専門性の区分

などまだ試行錯誤中で経験値を積み重ねている段階にあることがよく分

かった。アルバイトとの境があいまいな「ブラックボランティア」に学

生が安易に巻き込まれないようにするためにも、この分野での学問的見

地からの分析・研究が進むことが待たれる。と同時に、ボランティアは

まさに「今、そこに必要がある」からこそ求められるのであり、臆する

ことなく取り組みを続けていってほしい。大学のブランド力向上にも直

結すると確信する。 

【阿部委員】 

ボランティアに関して、本来は当該企業の従業員が給与という対価を

得て従事する業務作業を学生が無給で行うことについて、参加者本人の

承諾だけでなく、大学等所属組織の許可を参加の条件にすべきと考え

る。昨今インターンシップでも同様の問題が広く指摘されており、大学

としての参加ガイドラインや許可基準の制定が必要であると考える。 

特 記 事 項 

番 号 

【宮原委員】 

No.３ 震災学 

大学のみならず、様々な分野の方々が毎年震災をテーマにシンポジウム

や座談会、報告など、学術的なアプローチで、東日本大震災は社会や

人々にどのような課題や変化をもたらしたのかを語り続けている。総合

学術誌『震災学』は、創刊から 13 号を数え、市販されることで広く社会

に人々の声を伝え続けていることは大変素晴らしいと考える。 
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い Q＆A を公開するなど、職員が学生への対応を工夫している点は評価

できる。学生への対応は、丁寧に接する必要がありますが、学生は所謂

お客様ではないので、メリハリのある対応に努めれば良いのではないか

と考える。引き続き、一層のご検討を期待する。 

【八浪委員】 

他地域の大学とタッグを組んだ人材交流・研修は他の視点・やり方を

学ぶだけではなく、居住環境を変えることによる刺激など様々な面で効

果が期待できる。窓口対応の課題については、大学のイメージ維持・向

上のためにも、学生のニーズに即して丁寧に行うべきだと思う半面、教

育的見地から学生の成長を促す方向で立ち振る舞うべきだとの指摘も

もっともであり、なかなか判断が難しいと感じた。 

【阿部委員】 

職員育成における他大学との交流人事期間であるが、１、２か月の短

期間では単なる機会研修に終始し、「交流だけ」という限定的なものに

なる懸念がある。組織活性力のある人材が最低１年、可能であれば３年

程度の交流期間の中で、組織としての良き文化を吸収する実効性あるも

のでなければ、本学組織へ還元できないのではないか。 

特 記 事 項 

番 号 

【杉本委員長】 

No.５ 職員育成 

職員の能力開発に関して、人事交流等の機会充実は今後とも進めてい

ただきたい。それと同時に、職員人事制度実施ガイドラインに基づい

て、「職員に求める 7 つの資質」を効果的且つ実質的に活用するととも

に、昇進・報奨等によるインセンティブも活用し、能力やパフォーマン

スの高い職員を登用していくことも着実に行っていくこともお願いした

い。 

【髙橋委員】 

No.５職員育成：今後、職員の資質向上等のために、青山学院大学以外の

大学や関係機関との人事交流がぜひ必要だと思うので、取り組み方よろ

しくお願いしたい。 
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Ⅳ.2019年度東北学院大学外部評価委員会の総評 

 

2019 年度外部評価の総評 

外部評価委員会委員長 杉本 和弘 

 

〔第４期外部評価におけるポイント〕 

すでに「第４期東北学院大学外部評価 概要」で整理されている通り、第４期外部評

価では、第３期外部評価から引き継いだ課題を視野に入れつつ、現在政策的にも進行して

いる「教学マネジメント」について、東北学院大学における運用体制やその課題を評価対

象とすることとした。 

中教審答申「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成 30 年 11

月 26 日）以降、教学マネジメントに係る指針策定に関する議論が進められ、先ごろ「教

学マネジメント指針」（令和２年１月 22 日，中央教育審議会大学分科会）が取りまとめ

られたところである。同指針は文字通り「指針」であり、「マニュアル」として機能する

ことを意図されてはいないものの、我が国のみならず近年国際的に展開されてきた「学修

者本位の教育」への転換を踏まえるとき、今後の大学教育の質保証にとって、厳格な教学

マネジメントの構築・運用は喫緊の課題といえる。 

 

〔2019 年度外部評価のプロセス〕 

上記の観点から、2019 年度外部評価では、2017 年度に受審した大学基準協会による大

学評価（以下、「2017 年度大学評価」）で指摘された「長所」及び「努力課題」に関す

るその後の状況について、書面及びヒアリングによる調査を行うこととした（第１回外部

評価委員会，2019 年７月４日開催）。 

まず、①大学基準協会の大学評価結果における指摘事項について、担当部局から現況

報告を行っていただいた。次に、②各外部評価委員から、現況報告書（回答）に基づいて

質問を作成し、その上で再び、③担当部局・担当者から回答していただいた。これらの作

業を踏まえ、④第 2 回外部評価委員会（2019 年 11 月７日）を開催し、担当者からヒア

リングを実施した。 

ヒアリングにおいては、一連の課題（長所・努力課題）を大きく３つのカテゴリーに

分けることで、それぞれマクロな文脈を背景に置きつつ、ミクロレベルの取組事項を相互

に関連付けながら総合的に実態把握ができるよう整理を行い、質疑を進めた。以下、これ

ら 3 つのカテゴリーに分けて総評を行う。 

 

1．教育・学習に関する事項 

2017 年度大学評価において、TG ベーシックを中核にした教養教育の取り組みは「長

所」として指摘され、建学の精神を形成する科目（キリスト教学）やキャリア形成に関す

る科目等の設置、それらの運営や質保証を「全学教育課程委員会」で行っていることが評

価された。確かに、かかる取り組みは他大学にも参考になる先進的取組といえ、教学マネ

ジメントや質保証の強化という観点から、継続的な向上が期待されるところである。 

その意味で、今回のヒアリングを通して明らかになったように、現在、学長による
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「教養教育に関する諮問」（2019 年６月３日付）を受け、全学教育課程委員会において

TG ベーシック科目運営のための組織（TG ベーシックセンター（仮））の設置と専任教

員の配置が検討されていることは望ましい動きである。教養教育の提供や運営に関して専

門性と責任を有する組織を設置し、それによって、まずは教養教育に関する教学マネジメ

ントを整備・強化していくことを大学に求めたい。 

また、こうした組織的基盤の整備がひいては、ヒアリングでも議論になった「キャリ

ア形成支援」や「学力差」という具体的課題への対応力を高めることになるものと期待す

る。「読解力」や「ライティング力」の基礎学力向上に対する支援についても、学部・学

科のリソースや特性を踏まえつつもきめ細かな教育的対応を進めていくことが必要である。 

 

2．社会連携・社会貢献に関する事項 

東北学院大学は、東日本大震災以来、被災地に所在する大学として「震災学」として

学際的に研究を進めるとともに「学生ボランティア」を通して地域社会への貢献を精力的

に推進する等、全国を先導する刮目すべき取り組みを展開し、実際に成果を上げてきた実

績を有する。 

このことは 2017 年度大学評価でも長所として高く評価されている。今回のヒアリング

においても、かかる取り組みは、試行錯誤を重ねながらも、東北学院大学の強みといえる

形で展開されていることが確認できた。多くの委員から、全学を挙げた社会連携・社会貢

献への取り組みは高く評価されており、今後の継続的な活動の必要性が要望されている。

このことを踏まえ、大学執行部は今後も戦略的・継続的に本取り組みを支援していくこと

が望まれる。 

 

3．教職員育成に関する事項 

2017 年度大学評価において、職員の意欲・資質向上（能力開発）を目的として職員育

成の基本方針や「職員に求める７つの資質」を定めるとともに、東北学院大学教職員研修、

他大学との職員相互派遣、「職員業務研究」による職員の研究活動による能力開発支援等

を行っていることが長所として評価されている。 

それを受け、今回の書面・ヒアリングを通して現況を確認したところ、政策提案型の

職員育成の必要性が認識されているのに反し、「職員業務研究」への応募が少ない状況が

続いていること、他大学との職員交流が短期間にとどまっているとのことであった。さら

に、女性管理職（課長・部長級）が限られている。委員からは、適正に能力を評価した上

での意思決定部門への女性登用の必要性や期待感が表明されている。 

こうした現状を踏まえると、職員育成さらには人材登用については改善の余地が残さ

れていると言わざるを得ない。すでに制定・運用されている人事方針と、人材育成とが密

接に連関し、大学にとって有為の人材が適正に登用される体制へと改善を図っていくこと

が必要である。窓口対応の課題も指摘されたが、これも、かかる人材育成・登用システム

に関連付けながら対応を図っていくことが肝要であり、大学側のさらなる取り組みに期待

するところ大である。 

 

以上 
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② 東北学院大学外部評価委員会規程 

平成20年４月１日制定第６号 

改正 

平成22年６月１日 

平成28年３月22日改正第69号 

平成29年12月26日改正第177号 

平成30年３月28日改正第39号 

（設置） 

第１条 東北学院大学（以下「本学」という。）に、東北学院大学点検・評価に関する

規程第14条、第15条及び第16条に定める外部評価を実施する機関として、東北学院

大学外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 委員会は、東北学院大学点検・評価に関する規程第４条第１号に規定する点

検・評価報告書に基づいて第三者の立場から評価し、本学の教育・研究水準の向上及

び組織の活性化に資する提言を行う。 

（評価項目） 

第３条 評価項目については、東北学院大学点検・評価に関する規程第３条及び同規程

別表に定める点検・評価項目に準じて東北学院大学点検・評価委員会（以下「点検・

評価委員会」という。）が検討し、学長に提案する。 

２ 前項の規定にかかわらず、点検・評価委員会による提案及び委員会による評価は、

前項に定める点検・評価項目の趣旨を損わない限りで、評価項目を簡略化して実施す

ることができる。 

（評価の時期） 

第４条 委員会が評価・答申を実施する年度は、公益財団法人大学基準協会による評価

を含む外部評価の実施の間隔が２年を超えないように、適切に決定されるものとする。 

２ 点検・評価委員会は、委員会が評価・答申を実施する年度を検討し、学長に提案す

る。 

３ 委員会は、評価・答申を実施しない年度にあっても本学が行っている事業に関する

簡略な報告を受けるものとする。 

（組織の構成） 

第５条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから大学の運営に関する見識を考

慮して学長が選考し、委嘱する。 

(１) 大学等の教育機関の教員 

(２) 経済界の関係者 

(３) 本学の所在する地域の関係者 

(４) 本学に在職した経験を有する者 

(５) 本学の学部を卒業した者又は大学院を修了した者 

(６) 前各号に定める者以外に、大学に関して広くかつ高い見識を有する者 

２ 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。 
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３ 学長は、委員を委嘱した場合、委員の氏名、所属等を、速やかに点検・評価委員会

に通知するとともに公表する。 

４ 委員会には、点検・評価委員会委員長のほか、本学の点検・評価に責任を持つ専任

教職員が必要に応じて陪席する。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長１名を置き、委員の互選で定める。 

２ 委員長は、委員会の業務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（委員会の運営） 

第７条 委員長は、学長の要請に応じて委員会を招集し、議長となる。 

２ 学長は、委員会において検討されるべき事項、評価を行う年度等について、点検・

評価委員会の提案を参酌して委員会に提示するものとする。 

３ 委員会は、第２条及び第３条に基づいて行われた評価の結果及び改善を求める提言

事項を外部評価報告書にまとめ、学長に提出する。 

４ 学長は、前項に定める外部評価報告書を点検・評価委員会に提出し、その内容を報

告する。 

（守秘義務） 

第８条 委員会の委員は、この規程に基づく評価を行う際に知り得た事項のうち、秘す

べきとされた事項は、他に漏らしてはならない。 

（事務） 

第９条 委員会の事務は、学長室学長室事務課及びインスティテューショナル・リサー

チ（ＩＲ）課において処理する。 

（改廃） 

第10条 この規程の改廃は、点検・評価委員会が発議し、教授会及び大学院委員会の議

を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。 

附 則 

この規程は、平成20(2008)年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年６月１日） 

この規程は、平成22(2010)年６月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月22日改正第69号） 

この規程は、平成28(2016)年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月26日改正第177号） 

この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。 

附 則（平成30年３月28日改正第39号） 

この規程は、平成30(2018)年４月１日から施行する。
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③ 2019 年度東北学院大学外部評価委員会 議事録（第１回、第２回） 

 

2019 年度 第１回 東北学院大学外部評価委員会 議事録 

 

○日  時：2019 年７月４日（木）11 時 00 分～12 時 00 分 

○場  所：東北学院大学土樋キャンパス５号館（５階）第１会議室 

○委員出席者：杉本和弘（委員長）、木須八重子（副委員長）、合田隆史、宮原育子、髙橋

新悦、八浪英明（以上、委員） 

○委員欠席者：阿部智（以上、委員） 

○陪 席 者：大西晴樹（学長）、千葉昭彦（学務担当副学長）、原田善教（点検・評価担

当副学長）、前田修也（経済学部長）、小沼宗一（経済学研究科長）、鈴木

好和（経営学研究科長）、岩動志乃夫（人間情報学研究科長）、伊藤寿隆

（総務部長）、加藤健二（学務部長）、佐々木郁子（国際交流部長）、ロン

グ クリストファー（入試部長）、武田三弘（就職キャリア支援部長）、日

野望（情報システム部長）、佐藤義則（図書館長）、斎藤英夫（法人事務局

長）、齋藤信二（庶務部長）、齋藤吉重（財務部長）、佐藤寿（庶務部長）、

内海睦夫（広報部長）、阿部重樹（学長室長） 

○事 務 局：石川学、菊地祐一、水野麻美、相澤孝明、山川陽介（以上、学長室事務

課） 

       櫻井卓、齋藤渉（以上、ＩＲ課） 

○配付資料： 

資料１：外部評価委員会 委員名簿 

資料２：東北学院大学外部評価委員会規程 

資料３：前回議事録（2018 年度第３回外部評価委員会） 

資料４：第３期東北学院大学外部評価を受けて 

資料５：第４期東北学院大学外部評価 概要 

資料６：2019 年度外部評価計画（案） 

資料７：東北学院大学に対する大学評価（認証評価）結果（抜粋） 

参考：『2018 (平成 30)年度事業報告書』、『2018 年度「授業改善のための学生アン

ケート」結果報告書』、『学生生活実態調査 2017』、『TOHOKU 

GAKUIN UNIVERSITY 受験ガイド 2020』、『平成 31 年度入試資料』、

『FD news No.28』、『FD news No.29』、『震災学 vol.12』、『震災学

vol.13』、『東北学院大学における改革の経緯と現状 IV（2013.4～

2019.3）』 

 

１．開 会【進行：点検・評価担当副学長】 

(1) 黙祷 

(2) 配付資料の確認 

(3) 東北学院大学学長挨拶 
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(4) 出席者の紹介（委員、陪席者）の紹介及び委員長、副委員長選出の報告 

・杉本委員が委員長に、木須八重子委員が副委員長に互選され、承認された旨の報告がな

された。 

(5) 前回議事録の確認 

・既に委員の承認を得ていることが報告された。 

 

２．議 事【議長：委員長】 

(1) 東北学院大学の外部評価について 

①これまでの外部評価の経緯 

・原田点検・評価担当副学長：これまでの本学における外部評価の経緯について概略を説

明する。第１期は大学基準協会の認証評価受審のため認証評価の様々な事項

について全体的に検討いただいた。第２期は学生、卒業生、就職先へのヒア

リングを行い、様々なステークホルダーからの東北学院に対する評価を行っ

ていただいた。第３期の１年目は１期、２期の評価を踏まえて、指摘事項に

対して大学側の取組みの追跡調査を実施した。２年目は認証評価受審のため、

「点検評価報告書」の第 10 章「内部質保証」の機能対応について検討した。

３年目はアンケート回答アプリ respon を利用し、リアルタイムで学生の意

見を聞き、様々な問題提起がなされ委員にまとめていただいた。 

・杉本委員長：外部評価委員会は、学生等のステークホルダーを含めた評価を中心に発展

してきたと感じた。それを受けての第４期外部評価であるが、内容について

は資料５を確認いただきたい。外部評価の評価項目は点検・評価委員会が定

めるとある。この点について大学からご説明いただきたい。 

・原田点検・評価担当副学長：資料４をご覧いただきたい。６月 27 日（木）に開催した

点検・評価委員会にて第４期外部評価委員会に評価していただく項目につい

て検討した。資料５をご覧いただきたい。第３期外部評価委員からの引き継

ぎ事項として付託されているため、点検・評価委員会でも学生のヒアリング

等を踏まえながら「学力差」問題、「キャリア教育の拡充」、「読解力向

上」に向けた教育の質保証に資する改善・改革に向けた取り組みについての

大学側の対応について評価しなければならいということになった。 

②第４期外部評価の概要について 

・原田点検・評価担当副学長：文科省の中央教育審議会の「2040 年に向けた高等教育の

グランドデザイン」の答申で着目されている教学マネジメントと内部質保証

の充実、学修成果の可視化がキーワードとして頻繁に出てくるため、本学の

教学マネジメントの仕組みがどのようになっているのか、また、機能してい

るのかを全体テーマとして第４期外部評価で検証していただきたいと考えて

いる。2017 年度に認証評価を受審し、資料７に記載されているように本学

の長所と努力課題の指摘があった。３年後に大学基準協会へ改善報告するこ

とを見据えて長所と努力課題についての追究と評価をまずはお願いしたい。

第４期のテーマは「教学マネジメントの対応とその実行について」として、

2019 年度の外部評価については「学力差」問題、「キャリア教育の拡充」、
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「読解力向上」に向けた教育の質保証に資する改善・改革の取り組みとあわ

せて、認証評価で指摘された努力課題と長所のその後について検討いただき

たいというのが点検・評価委員会の意向である。 

○配付資料： 

・杉本委員長：点検・評価委員会より示された第４期の評価方法とテーマについ

て委員の皆様の意見を伺いたい。 

・木須副委員長：第４期をスタートするにあたり、「教学マネジメント」につい

てどのように理解したらよいのかお伺いしたい。 

・杉本委員長：「教学マネジメント」は学科、専攻レベルで学位の授与につなが

るプログラムの質保証をすることが必要であり、「教学マネジメント」はＰ

ＤＣＡを回す形でマネジメントすることである。マネジメントする３つのポ

リシーである、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディ

プロマ・ポリシーの方針を決める中で計画し、自走し、チェックし、改善に

つなげるという循環的なサイクルが必要である。それを様々な委員会や責任

者を決めてマネジメントするということが大学の中で求められている。構造

的に可視化することで教育質保証を示す必要がある。このような教学マネジ

メントの指針が中教審の特別委員会で審議されており、全大学に示される予

定である。 

・原田点検・評価担当副学長：教学マネジメントは言い方を変えると内部質保証

がしっかりとできているかを見ることである。内部質保証の仕組みがきちん

と機能しているかということが大学基準協会、文部科学省から求められてい

る。教育成果の見える化、学位授与の方針に則って各大学が見合う学生を卒

業させているのかをみるのが方針になっている。それを踏まえて第４期で見

ていただくようご検討いただきたい。 

・髙橋委員：内部質保証が機能しているかをどの視点で、また、どの範囲で見れ

ばいいかお示しいただきたい。 

・原田点検・評価担当副学長：３つのレベルで判断される。各教員レベルで言う

と、授業の成果、目標を設定し授業や試験を踏まえてそれが達成できている

かを評価する。間接評価の一つとして、授業改善のための学生アンケートの

点数も加味され、各科目のレベルで内部質保証ができているかを学内で

チェックする仕組みとなる。学部・研究科レベルでは、例えば経済学部を卒

業した学生が経済学部の学位授与の方針を達成しているかを評価する。間接

評価として学生アンケートとして卒業時意識調査を実施している。客観評価

できる試験、資格をあてるところもあるが、まだ確定していない。学位授与

については、学位授与の方針に叶う人間を育てたかを大学全体として評価す

る仕組みができているか、できていないのであればどのような改善指示をだ

しているかというプログラムである。 

・八浪委員：教学マネジメントの運用体制を外部評価の対象としているが、機能

しているかどうか、成果の見える化については外部評価として何を対象にし

て、委員がどのような議論を求められているのかが見えてこない。学生それ
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ぞれの成果のレベルを我々委員が客観的に評価することは不可能である。運

用の体制が機能しているかどうかを外部評価委員として見ることになると思

われるが、運用体制のイメージがつかないため、評価の仕方はどのような方

法があるのかご指示いただきたい。 

・原田点検・評価担当副学長：それぞれの学生の学修成果として、全学生にアセ

スメントテストを実施し、読解力、表現力等を見える化している。今年度と

来年度は１、４年生に実施している。再来年は１、３、４年生に実施し、今

年の１年生が２年後就職活動に備えて自分の学修成果の向上度を見える化す

る目的がある。本学の教育が学生の成長に役立っているかどうかを見える化

できるのではないだろうかと思う。 

     様々なアンケートも含めて、各学部でうまく進んでいない場合には、学部

の中での委員会等で改善方法についてどのような方策がとられているのか、

全学的にみて学長からどのような改善指示がでているか、機能しているかを

問う手段となる。このような問を出していただきたい。改善をしているか、

していないかを判断していただきたい。 

・杉本委員長：運用についての正解はないが、東北学院大学ではアセスメントテ

スト、授業改善のため学生アンケートや学生調査等複数利用して、学内の委

員会組織でチェックし精査し、対応するかが一つのシステムとして機能して

いるかを外部評価委員として評価できればいいのではないか。 

・宮原委員：外部評価のテーマについて賛成である。東北学院大学には多数の学

部学科があり、３ポリシーに従って学位授与の方針は各学部に委任されてい

ると思うが、それが東北学院大学全体で横断的に質のバラツキが出ていない

かどうか、その仕組みが見えていないところ、学生の達成度についても全学

的に可視化の棚卸しをしてフロー図を作成し、達成度について共通のレベル、

認識を共有できる何かが作れればいいとイメージした。共通の地図が見えて

いないと沢山説明を受けても実行は困難であると思われる。 

・合田委員：最終的には教学マネジメントの話になるが、入学前から卒業後まで

トータルに視野に入れて大学のあらゆる機能が回っているかを確認する作業

だと思う。そのために、学修成果の可視化になり、アセスメントというのは

ディプロマ・ポリシーを達成しているかどうかが本来アセスメント・ポリ

シーのはずで、それぞれの学位プログラムごとにアセスメント・ポリシーが

あるべきであると考える。ところが、業者テストや文科省テストが入ってく

ることで、ディプロマ・ポリシーに向かう中でのノイズになりかねない。文

科省テストでいい点をとるためにどうしたらいいかという話になりかねない。

そのような指標は無視できないが、バイアスがかからないよう大学で整理し

ないと方向性がずれてしまうのではないだろうか。だとすると、目標設定を

どうするか、自分たちが出来ていることと出来ていないことについて確認す

るべきである。 

・杉本委員長：合田委員の意見はかなりクリティカルで全国的に見ても最先端の

考え方なのではないだろうか。文科省が言う教学マネジメントに乗るのでは
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ないという視点が含まれている。外部評価の概要としては、委員会からのご

提案をお認めいただいたということでいいだろうか。 

 

(2) 2019 年度の外部評価について 

・杉本委員長：資料６を確認いただきたい。2019 年度は資料７にある 2017 年度

認証評価の大学評価結果で指摘された長所、努力課題事項、第３期からの付

託事項について大学がどのような対応をしていくのかについて提案されてい

る。資料６にあるように、対応状況の調査方法について確認をさせていただ

き、ヒアリングを実施する場合には内容について意見交換させていただきた

いと思う。 

・原田点検・評価担当副学長：資料６に予定表を記載しているが、引き継ぎ事項

として３つのポイントと認証評価の指摘事項をあわせて大学の対応状況を文

書にして委員の皆様に送付する。委員の皆様より意見をいただき、大学より

回答をし、それに基づいて希望があればヒアリングの機会を設けようと思う。 

・杉本委員長：ヒアリング対象部署はどのように選出されるのか。 

・原田点検・評価担当副学長：委員からの希望により選出する。項目の中には資

料７の指摘事項のみならず、第３期からの引き継ぎ事項として「学力差」問

題、「キャリア教育の拡充について」などの取組みについても含めて行う。 

・杉本委員長：今年度は以上のとおり進める。 

・髙橋委員：８月下旬に予定されている外部評価委員への現況報告書提出のあと、

外部評価委員が事務局に質問票を提出するのはどのくらいの期間を予定して

いるのか。 

・原田点検・評価担当副学長：外部評価委員に現況を送付した１～２週間後に事

務局に対し質問票を提出していただく予定である。調整も可能である。 

・杉本委員長：ご了承いただけたので、第１回外部評価委員会を終了とする。 

 

 (3)今後の予定について 

 

 (4)その他 

 

 

３．閉会 

以上 
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ターや高等教育センターなど他のセンターも入るだろう。TG ベーシックセンターに

関わる教員は何名を予定しているのか。・加藤学務部長：１つの案としては約 16 名

のコアになる教員がセンターに所属し、そのメンバーが中心となって進めていくとい

う計画である。  

・杉本委員長：TG ベーシックセンターに 16 名か。  

・加藤学務部長： TG ベーシックセンターを含めた全学教養教育機構を設置し、その中

に英語教育センター、情報教育センター、高等教育センターも含めた組織を作ること

を現在検討中である。その中で TG ベーシックセンターもしくは教養教育センターに

名称を変更するかもしれないが、いずれにおいても TG ベーシックセンターに関して

は合計 10 名の教員を現在予定している。まだ検討中である。 

・杉本委員長：大学の教養教育の取り組みを振り返ると、1991 年以降は設置基準が大綱

化されて教養部がなくなるなど、教養部を担当する部署が無かった。機構やセンター

を設ける形でないと教養教育が上手くいかない形になっている。ベーシックセンター

ができるということは組織的な基盤としてとても重要だと思う。続けてキャリア教育

を見ていく。  

・髙橋委員：キャリア教育に関して３点お伺いしたい。まず１点目は、キャリア形成支援

について初年次教育が体系的な教育となっておらず、上位学年では専門教育により実

施しているが見通しが曖昧であり全学的なカリキュラム変更が難しい状況との記述が

あった。これに関して今後の具体的な展開あるいは取り組みの予定について教えてい

ただきたい。２点目は、キャリア形成支援に有効な手段であると記載され、入学者全

員へのオリエンテーションでのガイダンス時に実施するべきと言ってはいるが、具体

的に新入生に対して実施する予定や内容をお考えであればお教え願いたい。３点目

は、今後の就職支援のひとつとして低学年からアセスメントテストの実施を挙げてい

るが、これはどのような内容なのか。就職キャリア支援部による不足を補う正課外

キャリア支援に取り組んでいるということだが、これによる効果があるのであれば教

えていただきたい。 

・武田就職キャリア支援部長：１つ目の質問であったキャリア形成支援についての今後の

具体的な展開への取り組みついてであるが、今後学部改組や TG ベーシック科目を含

めたカリキュラム改正を行う予定になっている。2023 年から体系的なキャリア教育

ができる方向で検討中である。２点目のキャリア形成支援に有効な手段であるという

オリエンテーションでのガイダンスの取り組みということだが、早ければ次年度から

でも可能ではあるが、次年度のオリエンテーションプログラムの内容がすでに教授会

の承認事項として決定しているのでそこに割り込めるのかどうかが判断できない。少

なくとも再来年度のオリエンテーションからは実施可能である。具体的には、本学に

あるキャリアサポートブックの内容について 60 分程度行いたいと考えている。いか

に大学生活でキャリアを積むことが就職に有効かという内容で、大学生活を有効的に

活動したかなど色々な内容が含まれている。実際に工学部では３年程前まではオリエ

ンテーションで取り入れていた。全学的には今後実施していきたいと考えている。３

点目の低学年次からのアセスメントテストの効果についての質問だが、就職キャリア

支援部としての効果は学生が就職に対していかに満足したかどうかということに尽き
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ると思う。４年生については就職満足度調査を行っている。就職に大変満足、満足、

多少不満、不満と４項目に分かれており、文系だと大変満足、満足を占める割合が

96.1%、工学部に関しては 97.48%ということでこの結果からも就職に関しては満足

していると考えている。  

・髙橋委員：就職に関しての満足度調査の話になるが、おそらく卒業時点では満足だが、

本来だとできるかできないかは別にして３年後または５年後に聞くと結果はおそらく

違うだろう。しかしそこは大学の責任ではないと理解したい。 

・武田就職キャリア支援部長：卒業生に対してもアンケートを取る方向で検討している。

卒業後あるいは就職後に本当に満足しているか、あるいは離職率も増えているので

色々と検討していきたい。 

・杉本委員長：キャリアの話をしていただいたので、また別の観点から東北学院大学の教

育としては非常に重要な課題と思っているのが、学力差あるいは読解力の向上であ

る。学力差に関してはすでに〔資料５〕（31～32 ページ）で事前に回答をいただい

た。特に学力差に関しての取り組みについては、TG ドリルや泉キャンパスで行って

いる元高校教員による学習支援という形でも進んでおり、関連してくるのが読解力の

部分なので合わせて話をしたい。  

・髙橋委員：読解力に関しての回答について、外部評価委員会より特に工学部、６学部を

巻き込んだ取り組みが欲しいという意見があり、多くの学科で教員が指導内容の打ち

合わせをした上で授業を行っているという記述がある。この件に関して多賀城キャン

パスでの取り組みの状況やそれによって学生の変化があれば、現状を教えていただき

たい。 

・千葉学務担当副学長：「読解・作文の技法」という TG ベーシックの科目を全学で開講

している。TG ベーシックを始めた時には基本的には各学科の教員が担当することに

なっていた。文学部で求められる能力と工学部で求められる能力が異なり、一般的な

ことを行うよりもそれぞれの専門に繋がるような内容に合わせて行うのが良いと思わ

れる。工学部では５割前後だが工学部ではほぼ 100％であるなど履修登録者数に学部

間で差がある。TG ベーシックを始めて６～７年になり専任教員が相談して実施して

いるが、それぞれの担当教員がライティング専門家ではないということもあり、なか

なかやり切れないこともあるので、最近は専門の教員を少し入れるという試みも始

まっている。先々のカリキュラム改正の時には明確にライティングのプロの先生に担

当してもらう案がある。その場合、学部学科の専門教育に繋がるというものではな

く、大学生として、あるいは大学を卒業する者として求められるライティング力とい

うものを全学部に求めていくというように変わってくるのではないかと思っている。

現在は土樋キャンパスのラーニング・コモンズにて指導をしているが、本来であれば

泉キャンパスの１～２年生のウエイトが高いほうが良いのかもしれないが、週に何回

か出張ラーニング・コモンズのような形で、泉キャンパスで指導を行っている。多賀

城キャンパスでは基礎教育センターで元高校教員が指導に当たっている。今あるもの

で活かせるものはキャンパス移転後にも活かして、足りないものも今点検している状

況である。 

・髙橋委員：状況は理解したが、2023 年から１つの大学として泉キャンパスや多賀城



46 

 

キャンパスからも学生が来ることになれば、ある程度事前の取り組みの中で齟齬が発

生しないようにお願いしたい。 

・杉本委員長：文科省があげている学校教育の学力の３要素「知識・技能」「表現力」

「主体性」がある。東京大学元理事の南風原先生によると、その３要素もそれぞれに

明確に分けられるものではなく、３要素が歴史的に答申等で取り上げられ、それが学

習指導要領の中にも反映されているが、それでもまだ必ずしも明確に区別できないと

いう話であった。ただ、その中で一番中心になるのは読解力であるとなった。学生が

PC を持たずスマホしか持たなくなり、スマホで流れてくるニュース等を読み、メー

ルやラインでしか文章を書かないため書く力も弱く、作法を学んでいないため、今後

そのような学生が社会に出た時に影響として出てくると思う。髙橋委員もおっしゃっ

ていたように、五橋キャンパスができる際にはもう少し全体的に学部を横串に刺した

ような取り組みが求められるのではないかと思う。 

・合田委員：読解力というのは一番基本で大事だということについて異論はない。尚絅学

院大学には学生意見箱があり、学生が大学に対する投書をして回答を学内に掲示して

いる。ある投書に対して長い答えを書いた。それに対してのリアクションだが、スマ

ホでその掲示を写真で撮り「これ好き」と４文字だけ書いてツイッターに載せてい

た。ある意味凄いなと思った。ちゃんと文章を読んで自分の意見を４文字で表現する

ことができるかどうか。今の時代に必要な能力を我々が大学での今までの学びのスタ

イルを前提に、こういう読解力が必要あるいはその表現力が必要だという風に考えて

いること自体を、もう一度検証してみる必要があるのではないだろうか。これから彼

らが生きていく時代というのは 10 年、20 年、30 年先であり、かつ大学外あるいは

大学卒業後に多くの事を学んでいくための基礎を在学時代に身に付けさせる時に、一

体我々は彼らに何を提供すれば良いのかを考え直す必要があり、そこから出発しない

と学生はついてこないのではないか。 

・宮原委員：今の学生たちはディスカッションをする際にスマホでメモを取っている。し

かし書かないことがまずいかというとそうではなくて、ちゃんとメモになっていてそ

のメモを SNS でシェアしている。若い人の情報交換の手法や意見の表明の場所が少

しずつ変わってきているのを感じている。ただ、基本的にはやはり大学として学んで

いってほしい。時代が変わっても基本的にきちんとしたプロセスを踏みながら自分た

ちの意見を表明していくという即効性の部分と、少し時間をかけながらきちんと学ぶ

というスタイルが最初にあるということはしっかり学んでもらいたい。 

・木須委員：私が今関わっている文部科学省で行っている事業は、高校を卒業したが大学

には行けなかった、特に女性たちの中で非常に基礎学力の中で読解力が無いためにコ

ミュニケーションが取れない、学校からの通信の意味がわからない人たちに対して、

基礎学力に関する勉強を教えるという事業である。それを思うと読解力というのは大

学に来ても高等教育においても大事であり、しっかり教育をされるというこの方針

は、新しい若者たちの言葉の文化も作りながら非常に重要な課題であり、生きること

に繋がっていくので、取り組みを実施している大学の姿勢にエールを送りたい。 

・八浪委員：回答の中に「ラーニング・コモンズを整備し」「これだけで１・２年生の学

修支援が十分であるとは認識しておらず」とある。今も大学入試で揉めているが記述
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式の問題を誰がどういう基準で採点するのかといった時に、結局問われるのは規模

感、量の部分だと思う。ものすごい数の学生の中で、形だけと言ったら悪いが作文の

テクニックを少し教えたくらいでつくようなものではない、読解力に関してそれくら

い深刻な深い問題であると感じている。先程千葉先生が話していた通りだと思うが、

やはり基本的にはまずそれぞれの学問の専門の方が「この学生はどこまで到達してど

こができていないのか」という所に戻って指導するのは、作文力の先生ではなくそれ

ぞれの専門の先生が取り組む必要がある。一方で大学生として一般的に求められるラ

イティング力は共通である。両方行わないといけない。これは量的にどのように実現

するかが問われているのだろうと思うので、ぜひ全学的な取り組みを実現していただ

きたい。 

・千葉副学長：今の件に関して少し補足的なことでコメントさせていただくと、TG ベー

シックの場合は東北学院大学を卒業する学生が最低限持っているべき能力であり、そ

こから先に関しては専門教育だと思う。ライティングに関しては文系の場合は卒業論

文として長い文章を書くという所で意味があると思う。ただ日本中ほとんどの経済、

経営、法律関係の学部では卒業論文が必ずしも必修にはなっていないことも含めて、

卒業生の質保証に加えて TG ベーシックに上乗せするような形で取り組む必要がある

だろうという認識を持っている。 

・杉本委員長：高校現場からの意見はどうだろうか。 

・阿部委員：大学入試が大きく変わるということで、今までは「知能・技能」が主体だっ

たが、これからは「思考力・表現力・判断力」「主体的に学びに向かう力」が大きな

テーマになってきて、学習指導要領も 2024 年に変わる。ある高等学校で国語の記述

式の問題が 80 字と発表されてから、物事をなんでも 80 字で書かせるようにしたと

ころ、学力がすごく伸びたという。色々な考え方や自分で見たことや考えたことを

60 でもなく 100 でもなく、80 字にまとめる訓練をさせた。色々なことを考えながら

80 字で自分の考え方、世の中の動きをバランス良くまとめる訓練をしたことによっ

て逆に物事を深く考え、諸情勢を自分なりに広く捉えるといった思考力、表現力に繋

がることを期待しているという話だ。ただ、生徒のレベルによるところもあるが、読

解力を前提としていれば物事をどのように考えて捉えていくか、自分の考えをいかに

表現として言葉の中に結び付けていくかの進め方であるが、「思考力・表現力・判断

力」をどこで線を引くかが難しい。高校入試も読解力あるいは「思考力・表現力・判

断力」に繋がるような問題の傾向になっている。ある意味世の中の流れに沿って物事

を進めていく形になるだろう。これは考え方によっては IT を意識し科学技術の発展

とともに実はそういうところが大切だということを教育レベルで考えていく必要があ

るということを逆に強く前面に出していることなのではないかと私は捉えている。 

・杉本委員長：教育学習に関する事項の３として、アジア文化史専攻に関してはすでに回

答をいただき、取り組みの実施を確認できた点でよろしいかと思う。２つ目、社会連

携・社会貢献に関する事項としてこれもおそらく東北学院大学の強みという風に私自

身も理解している。回答をいただいているが何か質問はあるか。 

・八浪委員：山形の援農ボランティアについて質問を書いたのは、新聞に記事が掲載され

ていたこと、SNS 上で東北学院の関係者がやり取りをしているのを読んだからであ
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る。災害ボランティアの場合、被災地の復旧・復興に向けて緊急性、さらには恒久性

も高いボランティアであり、そこへ無償で行くことは素直に受け入れられると思う。

除雪ボランティアも必要だろうと理解できる。一方で農業の支援と言うと、地域経済

の疲弊と若者の担い手が減っている中で非常に重要だということはよく理解できる。

しかしそこで作られる作物は商品であり、さくらんぼ等は高価な値段で売られる。そ

れに対するボランティアは、同一線上で簡単に言えばタダで良いのか。むしろアルバ

イトではないのだろうか。そしてアルバイトに対してタダでやっているということは

ブラックと言われるような話ではないだろうか。私が在学していた東北大学でも当時

襟裳岬で昆布のアルバイトの貼り紙が出ていて、１日何千円と結構高額だったが、約

１か月間襟裳岬に住み込んで昆布を取るという重労働なものだった。それをボラン

ティアでやれと言ったら多分学生は怒るだろうし誰も行かなかっただろう。その線引

きはいったいどこにあるのか。回答の中にもあったが東京オリンピックでの色々な報

道を見ていると、あれが本当にボランティアで良いのか、タダ働きさせているだけで

はないのかということがある。私たちの会社がヤフーと共同で実行委員会方式で行っ

ている「ツール・ド・東北」は、被災地を応援する企画として両社の社員の他に多く

のボランティアの方にご協力いただいている。かかる経費については当然こちらで持

つが、基本は無償で来ていただいている。人数は初年度から比べると減ってきてい

る。善意の協力を求める一方で実費の負担だとか、趣旨に見合う活動をするとか、要

は長続きするためのバランスを取っていかなければならないことだと思う。そうした

線引きはどのようになされるべきなのか。そしてまさに学問的な正解はどのあたりに

あるのか、大学としてどのような考えなのかを教えていただきたい。回答を読んでい

ると正解はなく模索していることは読み取れるのだが。 

もう１点は質問したのが夏場であり、10 月の大型の台風がまさか来るとは思って

いなかった時期だった。「災害ボランティア」の活動は震災から 10 年経つとだんだ

ん風化していかざるを得ないのかと思っていた時に考えた質問だった。今回の河川災

害のようなものを見ると、「災害」は終わりのないテーマのようにも思う。とすると

災害ボランティアステーションをこのまま続けるのが正解のような気もする。あらた

めてそのあたりの考えを聞かせていただきたい。 

・阿部学長室長：順序を変えて２つ目の質問から回答させていただく。東北学院大学では

ここ数年災害ボランティアセンターの総合ボランティアセンター化構想に関わる議論

を進めてきている。記載したように、いわゆる災害ボランティアに特化した形での取

り組みのノウハウをおよそ８年間続けている。このノウハウは他大学に類を見ない蓄

積された知見であるので、これをあえて手放す必要は無いという評価もある。「21

世紀は大災害時代」との表現があり、全国各地でおそらく災害、特に東北学院大学的

に言うと水害型の災害ボランティアにかなり特徴を持っているボランティアステー

ションであるので、どのように包摂していくかを考えていかなければならない。災害

ボランティアステーションという名称もかなり一般化しているので、例えばボラン

ティアセンターといった場合にも括弧書きで「災害ボランティアステーション」とい

う名称を数年は残すことが社会的な理解を得ていただくためにも必要ではないかと考

えている。 
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１点目はなかなか回答が難しいことだろうと思う。日本でボランティア論はほとん

ど議論されていないテーマであり、政策や施策をどう運用するかというレベルでの議

論が先行している。その点で、今回の回答では有償・無償と専門性・非専門性を２つ

のベクトルを用いて４つの象限に位置づけている。教育機関としてその大学に在籍す

る学生を教育機関の責任においてボランティア派遣するというのが大学ボランティア

センターや大学ボランティアステーションとの位置付けと思っているので、委員から

の指摘に対する危惧、懸念あるいは心配を絶えず持ち続けて慎重に対応しているのが

現状である。２点エピソードを話させていただくと、実は 2011 年の時点ですでにこ

の問題に直面している。１つは塩釜市で大きな津波に襲われ大被害を受けたある会社

の倉庫にストックされていた積荷をどう片づけるか、あるいは除去するか。その倉庫

から商品を取り出すボランティアの依頼が来た。これは一企業の営業を再開すること

への支援に繋がるのではないかという議論もあった。今回の議論に近いものとして

は、鳴子地区の温泉で露天風呂の崩れた岩を動かし、早期の営業再開を手伝うという

のもまさに今回のテーマに繋がることではないかと思う。絶えずケースバイケースで

慎重に向き合っているということでご理解いただきたい。また、東北学院大学の災害

ボランティアステーションが全国の大学間連携ネットワークを通じて複数の大学とと

もに山形県のある市町村に除雪支援に入ったことが、今回の援農のご要望をいただい

た背景にあることを付け加えさせていただく。大変戸惑う問題だが何とか答えを出さ

なければならないと思う。もう一つ補足的に申し上げると、いわゆるスタッフボラン

ティアという形で曖昧なままに日本という社会がかなりブラックバイトのようなもの

に近いことが取り組まれることも我々は注視していかなければならない問題だと思っ

ている。 

・杉本委員長：『震災学』に関しては、書籍も拝見させていただくと著名な分野の先生方

も入られているので、これは継続するという理解でよろしいか。 

・阿部学長室長：とりあえずは 10 年まではなんとか続けたいと行ってきたが、その後ど

のような取り組みをしていけば良いかについて戸惑うところがある。それは質問にも

あったように懸念として風化の問題である。それを認識した上で 10 年以降どのよう

に続けていけば良いかについての戸惑いである。しかし個人的には続けるべきであ

り、震災の問題はおそらく尽きないテーマである。そういう意味で私共が被災地の大

学として、あるいは被災地に住む住民、自治体として被災地の体験をその時のこと

も、それからその後のことも、その後というのはまだまだ復興に手が届かない生活を

されている方がおり、復興を成し遂げた後に新しい問題がまた生じてきているという

こともあると思う。それから他の地域のその後の震災への取り組みの新しい知見も含

めて総合的に情報提供をし続ける意義はいささかも衰えてはいないだろうと考える。

委員長のご指摘の通り続けていきたいと思っている。 

・杉本委員長：日本が災害列島と言われるように毎年のように大きな災害が起こってい

て、意義がどんどん高まってきている認識がある。国民的に認識が試されている状況

だと思っていて、そうした観点から東北学院大学としての強みをより強いものにして

いくことは、直接学生集めに繋がるとかどう展開するかはなかなか読めない点もある

が、やはり尖った部分を持つ大学でないと今後長く生き残っていけないという背に腹
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は代えられない面もあるので、この辺りは重要だと思う。 

・阿部学長室長：回答中、文部科学省の 2040 年グランドデザインの答申も地域連携を１

つの柱として書かれていたと思う。委員長から背に腹は代えられないと言われたが、

私がこの 10 年程の間で文部科学省から出された言葉で大変気に入っているもので

「大学は地域の財産、地域は大学の財産、地域から評価される大学を目指そう」との

言葉がある。尖った部分として『震災学』や災害ボランティアで優れた大学という点

からも偏差値とは別に地域社会から大学が評価されるべきだろうと考える。 

・杉本委員長：同じ地域の大学として尚絅学院大学の観点から東北学院大学の取り組みは

どのようにご覧になっているか。 

・合田委員：率直に言ってとても敵わないと思う。尚絅学院大学もずっと連携をさせてい

ただいてその端にくっついているが、同じ地域と言っても東北学院の方法と尚絅学院

の方法ではとても同じ方法ではついていけない。我々にとっての悩みは、学生を地域

に出していく際に学生にとってそこから得るもの、学びや成長を軸にして考えた時

に、例えば丸森へ行きたいという話が出てきた時に、場合によっては少し待ってよく

考えてから行かなければならないような、規模が限られていることから来る制約もあ

る。それから何のためのボランティアなのかということとの関わりに関して、例えば

名取市のボランティアステーションの活動の一環として学生が参加する場合と大学と

して取り組む場合の違いを意識した上で整備しなければならない課題に直面している

状況である。 

・杉本委員長：最後に、教員も含む教職員育成と窓口対応の２つの点に移る。青山学院大

学との職員交流について髙橋委員から質問をいただいている。 

・髙橋委員：仙台市役所でも人事交流をしている。市役所自体は全体で１万人程の職員が

いるが、東北学院大学ではもっと少ない中での人事交流だろう。今は青山学院大学と

人事交流を行っているが、２ヶ月で何を覚えて帰ってくるのかが疑問である。２ヶ月

という短期間で本人に対してどのような効果が出ているか。その人が感じたことを持

ち帰ってきて人事あるいは組織に対してどのような良いことを反映させているのかと

いうところに関して実際はどうなのかという素朴な疑問である。当然人事と総務は難

しくて、狭い世界で人を動かすことはもっと難しい。だから外との交流を入れて少し

刺激を与えて組織を動かすという目的だと思うが、期間があまりにも短いのではない

か。 

・渡邊人事部長：〔資料５〕（26 ページ）回答にも記載している。１ヶ月、２ヶ月の期

間で何を得て帰ってくるのかという話であるが、青山学院大学とは当初試験的に２～

３年を目途に１～２か月、業務に支障を来さない範囲で交流が始まって今年で４年目

になる。〔参考２〕（９ページ）が 2017 年に青山学院大学から本学に１ヶ月出向し

ていた方の報告書である。１～２ヶ月とはいえ他大学においての労働環境や伝統等あ

る意味異文化なところで仕事をするという意義の記載がある。この報告書の中でも２

つ目の項目に青山学院大学での休退学者との面談の向き方が書いてある。本学で「学

生第一」の姿勢を強く感じ、教職員が学生のために仕事をしているという瞬間が多く

あったと書いている。青山学院大学は本学の倍近い約２万人、本学は約 11,000 人の

学生数なので、そういう意味でやはりきめ細かな窓口対応というのはなかなか難しい
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が、東北学院大学はきめ細やかに対応しているという感想だった。本学学生部から青

山学院大学へ２ヶ月間行った職員は、青山学院大学の奨学金制度に関心を持ってお

り、業者に委託しての作業で効率化を図っている仕組みを本学にも取り入れられない

かと勉強していた。そういう意味でお互いに色々な刺激を得て帰ってきているという

ような印象である。 

・杉本委員長：この取り組みは良いことであり、本人も色々な知識を得て戻ってきて活か

すことができる。積極的に実施していただき、青山学院大学以外にも関西の大学、大

学以外等で可能であれば少し広げた形で実施していただくと、大学の運営に活かせる

部分があるかもしれない。 

・渡邊人事部長：大学以外でも大学基準協会、私立大学連盟等、他大学でも関西、去年協

定を結んだ西南学院もあるのでそちらとの協定も含めて職員交流を検討したい。 

・杉本委員長：職員の能力開発という意味で青山学院大学との交流や西南学院大学等との

交流の可能性も非常に重要だと思う。東北学院大学では「職員に求める７つの資質」

に基づいて色々なプログラムを実施していることが素晴らしい。参考資料に「人事制

度の実施にあたって」「2019 年度 東北学院教職員研修・業務別研修アンケート」

がある。そうした取り組みがされているということは確認できているが、今年度の東

北学院教職員研修のアンケートはどれくらい効果があるのか。１回きりの研修で効果

をどこまで見るのかは難しいが、この研修はどのような成果や結果が参加者から得ら

れているのか。 

・渡邊人事部長：〔参考２〕（６ページ）のアンケート内の自由記述欄では沢山の反応が

あり、様々な提案が出されている。年に１回というのは「東北学院教職員研修」とし

ての全体研修を大きいテーマで実施しているということである。教員にも働きかけを

しているが教員に関しては FD のほうで別のプログラムで実施しているので、この７

～８割はほぼ職員研修の例である。資料にもある通り専任事務職員の参加者数が 262

人で 89.4%、ほぼ 90％の出席率であった。最近ではテーマとして色々な意味のハラ

スメントの関係が増えているので、メンタルヘルス等のケアを中心に共通テーマとし

て行っている。その他には〔参考２〕（４ページ）「東北学院の専任事務職員研修体

系」にしたがって各階層別、年齢別などの研修を実施している。若手研修として奉職

２年目から 30 代前半までの職員を対象に半年間のスパンで実施した。人事部として

幅広い階層、年齢層に向けての実施をしている。マンネリ化しないように少しずつア

ンケート等を元に検討を加えて実施していきたいと考えている。 

・杉本委員長：人事制度に関して、実施ガイドラインや職能等級等が定められ、人事制度

を通じて能力開発が担保される形で昇進等を実施していると思われる。制度としては

非常に良くできているが、現状をご説明いただきたい。 

・渡邊人事部長：昇任については、研修は総合評価の一つであり、上長からの推薦や論文

の提出など何点か条件がある。〔参考２〕（４ページ）にあるように本学では１～７

等級と等級別になっており、そのカテゴリーごとの研修が昇任・昇格の際にもリンク

して、総合評価の中の一つとなっている。 

・杉本委員長：構造としては必要条件、十分条件があり、十分条件には論文審査が入って

いるので、おそらく質問としては職員業務研究への応募が少ないことに少し関係する
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かと思うが、例えばここに論文を書いていけば昇任に繋がるというようなシステムな

のか。 

・渡邊人事部長：十分条件において総合的に判断する際の一つになっている。ただ、委員

長もおっしゃられたように確かに職員業務研究はここ数年応募数が少ないが、これに

ついては若手職員研修を政策提案型として半年スパンで実施し、11 月 12 日に人事委

員会のメンバー、所属長、上長含めて報告会を開く予定になっている。政策提案型の

職員を養成していきたいと思っているが、成果が出るのは少し時間がかかると思って

いる。 

・木須委員：大学で女性教員の積極的な登用も東北大学が積極的に行って進められている

と思うが、事務部門における女性の管理職への登用、ビジョンについてうかがいた

い。 

・渡邊人事部長：数年前までは女性管理職も数名いたが今は課長補佐までで、残念ながら

課長職、部長職の女性がいない状態であることが人事の課題となっている。厚生労働

省含め国も女性の登用に積極的に取り組んでいることもあるので、これは本当に大き

い課題として人事が取り組んでいるところである。 

・木須委員：女性だから登用せよという話ではなく能力を対等に評価していくという基本

的な考え方が学校の中で共有されていくことがまず大事かと思う。 

・杉本委員長：次に窓口対応について確認したい。特に職員の配置にも関係するのかもし

れないが、大学は教育サービスを提供しているという考え方がされているが、学生と

一番接する窓口に必ずしも優秀な職員が配置されず、企画、評価あるいは財務などに

優秀な職員が配置される。コンシューマリズムに染まる必要はないが、今でも多くの

部局の窓口対応の悪さが非常に重要な状況になってきている。対策を進めていること

について学務部や就職キャリア支援部に回答いただいているが、特に発達障害や障害

を持った学生への対応にも繋がることなので、かなり細かな学生対応が必要であると

思う。先ほど読解力や学力などの話があったが、学力面はもちろん、学生生活を担保

し保証していくことも重要である。この辺りの課題と現状についてお答えいただける

方、学務部、学生部、就職キャリア支援部から話をいただきたい。 

・加藤学務部長：学務部の話として聞いていただきたい。学生は分からないことがあると

学務部へ来て色々質問していくが、特に本学の学生は自分で考えてから来るというよ

りはまずは聞きに来るという姿勢が強い。従来から卒業生アンケート等を見ると対応

は悪いと書かれていて、それについては我々も認識している。まずはこちら側の態

度、接し方について検証を行ったが、 その後も変わらなかった。〔資料５〕（30

ページ）にもあるように学務部として基本的に見直すために、どのような苦情がある

かを確認したところ、回答が難しい学生からの質問に対して職員が無理に回答しよう

とすると満足した回答を与えられないことがあるということがあった。その１つはい

わゆる進級規程の特徴からある科目を落とすと即進級できなくなることについての理

由を学生から問われた。一生懸命答えようとするが難しいので、その場合には速やか

に教員へ回答を求めるようにした。また、そのようなカリキュラムあるいは規程に

なっているという問題点については教員側に教務課や学事課から指摘するなど、情報

提供していきたいとも考えている。さらに、何度も同じような質問や、書類を見れば
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分かることを見ないで来る学生もいて、しっかり見るよう指導する。それを聞いた学

生が「ムッ」とすることもあるので、今後頻繁な質問については見ればすぐにわかる

ような Q＆A を公開し、それを見てから窓口に来るようにと考えている。職員が対応

する際に学生の思いを汲み取り、責任を持った対応をすべきという点から、ネームプ

レート着用や研修を設けるなど総合的に対応を進めたい。 

・木須委員：私がかつて勤務していた行政の場は、市民の方々と接する窓口で非常に苦情

が多かったが、発想の転換が必要かと思う。窓口は初任者が最初に着任する場である

ことが多いが、学生のニーズや隠れた悩みを拾う最前線の場だという風に考えると窓

口の重要性を組織全体でもう一度きちんと位置付けし、教育において一つの重要な場

だという自覚を持っていただくことや、全体が窓口に対する認識というものを改めて

いくべきではないかと市役所にいた頃からずっと感じている。ただ、加えて学生はお

客様であるといった過剰なサービスや気遣いや気後れは必要ないのではないか。学校

の窓口は教育の場だと思っているので、そこは揺るがず駄目なものは駄目、聞くもの

は聞くといったような毅然とした姿勢でしっかりと学生と向き合っていただけたらと

いいなと思っている。窓口を応援する立場で是非学生との良い接点の場となっていく

ことを期待している。 

・宮原委員：東北学院大学は卒業生の方たちを職員に登用されるケースがあると思うが、

その場合には他大学出身者とは違う役割を期待されるのか。例えば窓口対応であれば

自分も学生の頃に窓口で体験したであろうから、もう少し優しい対応にならないかと

か、東北学院大学の卒業生が職員になった時の期待という部分があるのか。 

・渡邊人事部長：職員数の割合からも卒業生の方が多いと思う。宮原委員がおっしゃられ

たように本学の卒業生だと自分が学生時代に窓口で嫌な対応をされたのでそうしたく

ないという思いで窓口対応しているケースがあるようだ。他大学からの職員も、出身

大学の経験を踏まえての対応になっているのかと少なからず思う。 

・宮原委員：発言の中に「開示しているのに聞きに来てしまう」と等あったが、そこの部

分は逆に考えると頼りがいのある窓口であるとも考えられる。学生が遠ざかってしま

うような、本当に用が無いと来ない窓口では困る。学生たちは、窓口は４年間の学生

生活の中で自分の味方であって、支援をしてくれる場であるという意識を持っている

ために、何かあるとすぐに来てしまうのだろう。それも一つのコミュニケーションの

形と考えてみて、学生たちが窓口に来たときに、係員がすでに答えが書いてあるよう

なパネルを示すとか AI を利用してその場で確認してもらうなど、今の学生とのコ

ミュニケーションの仕方に応じて工夫があると随分和やかになるのではないかという

気がした。 

・杉本委員長：以前の学生は、自分で調べてわからなければ窓口に来る印象だが、今の話

だとそんなに労力を払わずにすぐに来てしまう学生が多いのか。 

・阿部委員：窓口云々で言うと典型的なサービス業と捉えて然るべきだと思っている。た

だ、大学なので一定レベルの理解力のある学生が来るわけで、これは間違った対応だ

なとか、窓口で言っていることは間違いないなという分別はつくとは思うが、ソフト

イメージで応対してもらうと気持ちよくなるというようなレベルではないかと感じて
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